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午前９時０分開会

会議に付した案件

○参考人意見聴取

１．南海トラフ巨大地震クラスの地震を想定

した３次元津波シミュレーションについて

○意見交換会

海上保安庁宮崎海上保安部

１．大規模地震・津波対応に関する業務説明

気象庁宮崎地方気象台

１．宮崎地方気象台の業務

○概要説明

警察本部

１．大規模自然災害発生時における警備体制

２．大規模自然災害発生時における警察活動

３．防災・減災対策

総務部

１．大規模自然災害時における消防活動等に

ついて

○協議事項

１．県内調査について

２．県外調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（11人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 外 山 三 博

委 員  原 正 三

委 員 宮 原 義 久

委 員 黒 木 正 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員 丸 山 裕次郎

意見聴取のために出席した参考人

宮崎大学工学部教授 原 田 隆 典

意見交換会のために出席した者

海上保安庁宮崎海上保安部

宮崎海上保安部長 柳 田 誠 治

警備救難課救難係 村 上 浩一朗

気象庁宮崎地方気象台

次 長 濵 川 秀 一

防 災 業 務 課 長 前 屋 俊 治

火 山 防 災 官 山 部 美 則

説明のために出席した者

警察本部

警 備 部 長 山 内 敏

警 備 第 二 課 長 河 野 憲 彦

警備第二課災害対策官 服 部 昭 博

会計課予算補佐 三 木 健 次

総務部

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 日 髙 壮

政策調査課主査 黒 田 裕 司
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○中野委員長 それでは、ただいまから大規模

災害・防災対策特別委員会を開会いたします。

本日は、午後の日程もありましたので、大変

早朝から申しわけありませんが、９時から開会

ということで御案内をいたしまして、御協力を

いただきましてまことにありがとうございます。

まず、本日の日程でありますが、お手元に配

付の日程案をごらんください。

本日は、まず午前中に、参考人として宮崎大

の原田教授から意見聴取を行い、次に国の機関

であります海上保安部及び宮崎地方気象台様と

意見交換会を行いたいと思います。

昼間休憩を挟みまして、午後からは警察本部

と総務部から説明をいただく予定となっており

ます。

その後、県内調査、県外調査並びに次回の委

員会について御協議いただきたいと思います。

このような取り進めでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから宮崎大学原田教授入室のため、

暫時休憩をいたします。

午前９時１分休憩

午前９時２分再開

○中野委員長 では、委員会を再開いたします。

本日は、宮崎大学工学部土木環境工学科原田

教授にお越しいただきました。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、宮崎県議会大規模災害・防災対策特別

委員会の委員長の中野でございます。えびのの

選出であります。

当委員会は、大規模災害・防災に関する所要

の調査活動を行うことを目的としております。

原田教授におかれましては、「宮崎大学ベン

チャー企業株式会社 地震工学研究開発センタ

ー」とともに、マグニチュード９クラスの南海

トラフ巨大地震を想定した大津波を３次元で立

体的にシミュレーションする研究などをなされ

ておられます。

また、本県の災害拠点施設整備調査検討委員

会委員長、防災会議地震専門部会専門委員長な

どを歴任されており、本県の防災・減災対策に

多大なる御尽力をいただいております。

本日は、７月18日、関係者の皆様方が土木学

会で発表された、今、研究されておられますシ

ミュレーションを拝見するとともに、専門的な

見地から、県の施策に対するさまざまな御意見、

御提言をお願いできればと考えております。本

日はよろしくお願いいたします。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が宮崎市選出の重松幸次郎副

委員長です。

続きまして、左から、宮崎市選出の外山三博

委員です。

小林市・西諸県郡選出の宮原義久委員です。

東臼杵郡選出の黒木正一委員です。

児湯郡選出の松村悟郎委員です。

都城市選出の内村仁子委員です。

続きまして、右側、先生、どうぞおかけになっ

てください、北諸県郡選出の原正三委員です。

日南市選出の髙橋透委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

宮崎市選出の有岡浩一委員です。

それでは、原田教授、よろしくお願いいたし

ます。

○原田教授 どうも、御紹介いただきました、

私は宮崎大学、原田と申します。きょうはどう

いう話をするかというか、津波の話をメーンに
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させていただきたいと思います。

今、こちらにお示ししておりますのは、京コ

ンピューターを使った橋梁を含む広域３次元津

波シミュレーションということで、学会でこの

前、まだ中間的なものなんですけども、発表し

ていただいたと、私が入試関係で動けませんで

したので、野中社長のほうでやりました。それ

を少し一部お話しすると同時に、少し全体的な

津波のシミュレーションに関して、これはちょっ

と研究的な側面でお話をします。

全体的に少し行政の方で、津波のシミュレー

ションを2011年の３月11日以降、いろんなマス

メディアを通して数字がひとり歩きしていると

いう感じがしておりますので、そこいらを少し

議員の先生方にこんなものだということを御理

解いただければというような趣旨も含めて、お

話をさせていただきたいと思います。

ちょっと全体的な話で恐縮なんですが、2011

年から12年ぐらいが、東北の反省を受けて、想

定外をなくするための想定の時期だというふう

に大ざっぱには言えると思います。これが、国、

あるいは県が発表した津波浸水域、被害額等で

ございます。ことしぐらいから本格的に行政が

少しずつ動き出したという感じがしておりまし

て、想定に対する対策のモードに入ってきたと

いうのがことしぐらいからだと思います。

この対策は、御存じかもわかりませんが、非

常に大ざっぱな言い方をしますと、従来の防災

というのは、日本の国の予算がこんなものだか

ら、このぐらいの対策ができるというような、

むしろちょっと言葉としては言い過ぎているか

もわかりませんが、大ざっぱに言うと、対策が

できるものを想定をして、自然災害のレベルを

想定して、それで対策をしてきたというような

ことをずっとやってきました。

ところが、東北ではそういう想定外というよ

うなことで、想定以上のものが来て、原子力発

電所までが被害を受けたというようなことで、

しっかり自然災害の最大値を見つめたようなも

のも一方で出して、それからいろいろ考えましょ

うというようなことになったと思います。

そういう意味で、この対策というのは従来の

次元とは違う、これは技術者としての考え方で

ありますが、非常にチャレンジしがいのある世

界が広がっているというふうに言えるかと思い

ます。

そういう中で、従来のやり方ではなくて、私

たちは対策のこういう対策をしたらいいという

アイデアを出して、そのアイデアをコンピュー

ターの中に取り入れて、それでその対策がどの

ぐらい有効かということをコンピューターの中

では何百回ということをシミュレーションする

ことができます。

大きな災害というのは滅多にありませんから、

その間に社会が変わってきます。ですから、従

来の経験で、ここが壊れたからこういう対策を

しますというようなことを経験的に積み重ねて

きたのが今までの防災というふうに言えるかと

思いますが、それとは次元が異なるということ

で、前もって政府も事前防災ということを非常

に重要視しておりますが、コンピューターを使

うかどうかですが、私たちはコンピューターの

中に地震を何百回起こして、施設がどう現状が

被災するのか、それから対策、目に見えると、

専門家でなくてもこういう対策がいいんじゃな

いかというのがアイデアが出てきます。

そういうアイデアを取り込んだ対策をして、

それはまたコンピューターの中に入れて、それ

で効果が見れると。一番安い、いい対策を実施

するというようなことを少し考えておるところ
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でございます。

それで、きょう、お話しいたしますのは、先

ほど申しましたけども、想定外をなくするため

の難しい調査研究の津波浸水のシミュレーショ

ンに関する宮崎大学、国、あるいは県の計算結

果がずっと震災以降出てまいりました。それは

もちろん中間的なものとして、いろんな立場で、

研究者の立場、行政の立場で出てきましたけど

も、津波の高さとか浸水の深さが違っておりま

すが、浸水域の数値が数字がひとり歩きして変

化しておりまして、ひとり歩きして混乱が生じ

ているかもしれないというふうに思っておりま

す。

現在は津波対策案を定量化するために、従来

の津波計算というのが、ちょっと専門用語で恐

縮ですが、２次元の解析なので平面的な解析な

んですが、３次元の解析を研究している。

これで、私たちが持っているコンピューター

ではちょっと難しいということがわかりました

ので、国の京コンピューターを使って、広域の

津波シミュレーションをやらないと、一部の対

策をすると、水の量は決まっていますから、そ

こはちょっとはいいんですけども、その水がど

こかへまた行きますから、やっぱり広域で全部

見ていかなければならないというふうに気がつ

きましたので、こういうことを始めたというよ

うなことをお話ししたいと思います。

まず、第１番目のほうの少し津波の経緯なん

ですが、国がこういう日向灘も含めて、今まで

は四国までしかやっておりませんが、そこは国

の対策域として、東海から四国の高知ぐらいま

ではやってきました。日向灘は入っておりませ

んから、ずっと対策の空白地帯であったと。今

度、日向灘を含めて国が指定しましたから、初

めて九州の宮崎を含む東海岸の沿岸域が国の津

波対策の指定区域になったということで、これ

は財源を確保するという意味で非常に重要にな

るイベントであります。事柄であります。

それで、国が出しまして、いろんなケースを

マグニチュード９ぐらいなんですが、いろんな

破壊の仕方で11ケースぐらいやっております。

それで、一番最初にこれはいつ出したんですか

ね、2012年の２、３月だったと思いますが、各

沿岸の津波高というのを出しました。これは宮

崎市で例えば14.8メートルとか、こういう数字

が出ました。要するに、15メートルとか10メー

トルという数字が出ました。

ですから、宮崎市の標高を御存じの方は、大

体６メートルあるかないかぐらいですから、み

んなつかるんじゃないかというふうに恐怖を抱

いたわけでありますが、こういう数字が一番最

初に出ましたから、これがまず多くの人にイン

プットされてしまっております。

津波高の最大値というのは宮崎市のどこかの

最大値でありまして、津波は御存じのように、

例えば青島のほうまで行きますと、山が迫って

おりますね。そういうところに津波が時速40キ

ロぐらいの波のスピードで当たりますと、ぶわ

んとかさ上げというような盛り上がりが生じま

すね。急にとまるわけです。その高さがこうい

う数字になっております。

ですから、大淀川とか、ああいうところでは

こんな高さにはなりません。後から言いますが、

七、八メートルぐらい、ですからそういうよう

なことがあるということです。

今のモデルでやりましても、場所によります

が、宮崎港、大淀川、全体の話はちょっと省略

して、きょうは宮崎市周辺でやりますが、これ

でいろんな断層の滑り方、マグニチュード９な

んですけども、破壊の仕方によって津波の高さ
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が変わります。

青いといいますか、紫色のが国が想定したも

のであります。こういうふうに七、八メートル

というところですかね、ここで。県内でといい

ますと、十何メートルのところもあります。こ

れはやっぱり先ほど言った山が迫っているよう

なところでぽんと上がりますから、そういう数

字が出るということです。

こういう数字がたくさん出てきますから、我

々も頭の中で数字がどれがどうかと言われると

よくわからないぐらい変わっていくわけですね。

こんなものだということをまず御理解いただき

たいと思います。

もう一つ申し上げておきたいのは、これまで

の津波解析での浸水の深さの計算で、ちょっと

これは専門的で恐縮なんですが、水平方向に30

メートルから50メートルのメッシュで切ってい

きます。あと最終的には今10メートルで切って

おるんですが、30メートルというのは30メート

ルメッシュの平均的な標高を１点の標高だと、30

メートルの四角の中の平均的な高さをある１点

の高さにするというようなことをしておりま

す。10メートルは10メートルの中の平均。

どっちが正確かというと、専門的には何とも

言えませんが、基本的には小さいほうがいいと

いうことで、最初に国が出したのは30メートル

のメッシュです。30メートルのメッシュぐらい

のちょっと広い領域でやりますと平均されます

から、高いところと低いところが平均されます

と、全体的には土地の高さが低くなります。高

くなるところもあるんですけども、全体的には

低くなります。ですから、10メートルメッシュ

のほうが、地表の凹凸が詳細に表現できる。

最初、私たちは少し高くなるところもあるん

だろうと、町とかビルもありますから、高くな

るだろうと思っていたら、やっぱり10メートル

メッシュのほうが浸水深としては小さくなると。

要するに、余り水が広がらないというようなこ

とがあります。

ですから、最初に国が出した30メートルのメッ

シュでは、浸水域がちょっと広い状況になって

います。私たちも出したのは広い領域になって

います。最終的に10メートルでやりますと、狭

い領域になります。

この例を少しお見せしますと、これは宮崎市

の港から青島ぐらいの土地の高さといいますか、

地形の表現を30メートルメッシュでやったもの

のデータです。ちょっと表現があれですが、

ちょっと青っぽいのがありますが、土地がちょっ

と低く全体としてはなっております。

下のほうが10メートルメッシュでありまして、

これですとちょっと青いのが出ていなくて茶

色っぽいですが、これは標高が少しこれよりも

高くなるというような、平均的にです。10メー

トルのほうが地形も正確にあらわせています。

こういうところ、これは山のあたりですが、同

じように見えますが、細かく見ると大分違って

きます。こういう部分もです。こういう高速道

路とかバイパス等、こういう沿岸部がかなりき

れいに表現できているというようなことで、最

終的には10メートルのものを使うということを

しております。これは拡大したものです。

それで、最初はこれ30メートルメッシュの国

が出した浸水域ですが、橘通りをちょっと過ぎ

たぐらいまで水が、これは大淀川なんですが、

来ております。これより最初はもうちょっと広

がるのかなと思っておりましたら、余り広がり

ませんで、これが橘通りです。県庁がこの横ぐ

らいなんですが、警察のところにちょっと水が

来るぐらい。
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これが条件としては、満潮プラス高潮の状態

です。ですから、満潮プラス１メートル20セン

チぐらい、高潮ですから、かなり最悪のケース

で、上のほうが堤防が破壊をすると、堤防が全

部75％ぐらい高さが全部なくなるというケース

です。下のほうが今の堤防が健全ということで

ありますが、津波の高さがそれなりに高いもの

ですから、堤防があろうがなかろうが、多少は

違いますが、こことここを比べてみていただく

と、ここがちょっと浸水域が堤防が健全のほう

が狭まっておりますが、それほど大きな違いは

ないということで、最悪のケースとして県が発

表しましたのは堤防が崩壊というケースで、こ

のケースであります。

これは、国の断層モデルのケース11を入手し

まして、私たちが再現したものでありまして、

これでやはり太平洋沿岸に面しているところは

直接波が当たりますので、やっぱり高い津波が

やってくるというのがよくわかります。東北で

も、リアス海岸以外ではそんなに高くないとい

うのが皆さんの常識だったかもわかりませんが、

こういうだらだらとしたような宮崎の一ツ葉沿

岸のようなところでも津波が非常に高くなると、

これは東北でも仙台等で経験したことが同じよ

うなことが起こっているということでございま

す。

今のを拡大をしてみます。これはもちろん高

潮の状態、国が出しているのは満潮の状態です

から、高潮を入れておりますから、もっと１メ

ートルぐらい高い状態で津波がやってくると。

堤防を破壊です。こうしますと、こう入ってき

て、ここが橘通りぐらいですかね。これを県が

公表した最大浸水深というものです。

今、津波が引いていますけど、こういう色が

ついたところは水が引かない状態がずっと続く

ということで、対策としてはこういうところは、

今、第２波が来ておりますが、とにかくこうい

う色がついたのは津波が引いても水がたまった

状態が長期に続くということで、こういう部分

をどう対策をしておくかと。どう対策といいま

すか、早く復旧するかというのは、今、東北で

も悩んでおりますが、こういうものを前もって

少し考えておくというのも防災上必要かなと

思っております。

こういうようなことが目に見えることによっ

て、どこにどういうものを配置すると、大分浸

水域が変わるというようなことが見えてくると

いうようなことを期待しているわけで、そうい

う道具を今つくっているということです。

これは今２次元の話でありますが、危機管理

の面を少しだけ、１分ほどお話しさせていただ

きます。

私たちが危機管理でリスク、リスクというこ

とを一般的に言いますが、リスクを我々は定量

化して使うときにはＣ掛けるＰ、これをリスク

という。Ｃは被害額、被害が起きたときの被害

額、Ｐは被害が出るときの確率です。ですから、

この２つを掛けたものをリスクといいます。日

本の危機管理というのは、被害が出ないように

施設を安全にする、Ｐが絶対に構造物が壊れな

い、簡単に言えばですね。だから、Ｐ、破壊確

率ゼロを目指しますから、リスクはゼロという

ことになるわけです。安全だということになり

ます。

ですから、こっちの被害額のほうをほとんど

考えませんので、被害が出たときにそれをどう

抑えていくか、半分にするのか、４分の１にす

るのか、10分の１にするのかというような対策

が全くなされていないということであります。

ですから、今の原子力発電所も同じように、や
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はり安全だというＰをゼロにする。避難者をど

うやって避難させるとか、こっちの被害額のほ

うは余り対策がおろそかになるというのが日本

の特徴だと思います。

ですから、被害を減らす、リスクを減らすと

いうことは、損失額をＣを減らす対策という方

法が１つある。損失が発生する確率、Ｐを減ら

す対策が１つある。もちろんこの２つの組み合

わせということですが、日本は残念ながら２番

目のＰを減らすということに非常に熱心に、こ

こしかやらないというのが危機管理としては非

常に片手落ちといいますか、偏っているという

ことを御理解いただきたいと思いますので、ぜ

ひ両方できるような対策をしていかなければな

らない。

ただ、リスクの許容というのがありますが、

リスクは許容しなければならない。リスクがゼ

ロという議論ばかりしていたら、社会は進歩し

ません。もちろんリスクはゼロが望ましいわけ

でありますが、言いかえれば失敗を受け入れな

いと進歩はないということも歴史が教えており

ます。

ただし、注意すべきは、リスクを許容すると

いうことは、ありそうもない１つの出来事に成

功の全可能性をかけるという軽率な意欲とは違

うということを明確にしておかなければならな

いということが世界的に言われております。こ

れは、アメリカ海兵隊の教義にちゃんと書いて

あります。ですから、ああいう戦争をやってい

る人は、こういうことを一生懸命考えていると

いうことだと思います。ちょっと難しいかもわ

かりません。リスクというのはやっぱり小さい

ほうがいいということです。

もう一つ、ちょっと知識的なので恐縮ですが、

防災、減災とかいう言葉がありますが、これは

人によってみんな定義が違います。ですから、

私は、防災は被害が生じないか、極めて軽微な

被害にとどめる、減災は被害が生じても早期復

旧ができる範囲の被害にとどめ、人命を損なう

といった壊滅的な事態を生じさせない。減災と

いうと、１人ぐらい命が助かれば、これも減災

じゃないかと言うような人もいますけども、壊

滅的な被害状態は起こさせないのが減災、私自

身はこういうのを目標にして減災をしておりま

す。

それで、先ほどこれは見せました。堤防が崩

壊をするかしないかということで、浸水域がど

ういうふうになるかということなんですが、そ

れほど影響はないと。津波そのものが高いです

から、多少堤防が健全のほうが浸水域は小さい

ということでございます。

最後に、５分ぐらいで、少し３次元をなぜやっ

ているかと、これは研究段階の話でありますが、

従来の国等も出しておりますのは平面の２次元

の津波シミュレーションというものであります

けども、やはり避難ビル等が津波に対して安全

かどうか、定量的にはわからない。水がどこま

で来るかというのは経験的にやるんですが、３

次元、立体的に深さ方向もちゃんとやりますと、

構造物も全部入れてやりますと、詳細な浸水状

況も把握できると。大きいのが構造物に作用す

る波力が算定できるということでありまして、

津波ビルとか防災拠点、そういうものの倒壊判

定も可能になるというようなことでございます。

やってみて、いろんな問題が出てくるという

ことがよくわかりましたけども、今のうちのコ

ンピューターではできませんけども、こういう

国の京コンピューターを使わせていただいて、

今始めております。ちょっと時間がとってあり

ます。
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どういうことを今やっているかというと、宮

崎市の大淀川領域の５キロ四方ぐらい、５キロ

と６キロぐらい、この領域を全部３次元で、Ｒ

Ｃの３階以上のビルを全部ピックアップして、

橋も入れて計算してあります。これが１兆5,000

億メッシュぐらいの感じになります。これはま

だコンピューターとのチューニング状態の練習

問題でやっているところです。ですから、完成

版ではございません。全体の２次元でずっと出

して、先ほどの領域のところの津波を計算して、

そこから先は３次元でやっていくというような

ことをやっております。

国の中央防災会議の波源が宮崎のこの評価地

点、宮崎の沿岸から１キロぐらい、大淀川の沿

岸で１キロぐらいのところでの波形が、今、高

潮の状態で私たちは計算しておりますから、国

は満潮まで、満潮プラス１メートルちょっとぐ

らいで計算しております。ここの地点で最大で

９メートルぐらいになります。ここの波形を今

度ここの３次元の領域に入れ込んでいきます。

評価地点がここなんですね、ここをこうやる。

今はモデル化をして、1.5億メッシュぐらい、

これも大変な作業でございます。橋も、これは

全部橋の橋梁台帳からモデル化したものではあ

りません。グーグルマップとか、ああいうもの

からやっておりますが、本当の正確なあれでは

ありませんが、これは方法論を学会で示すと、

こういう道具がありませんから、それでここの

ところの波形を入れて、３次元のモデルをこれ

なんですが、いろいろ細かいことを言うと切り

がないので、多少ちょっと、まだこれは完成版

ではないので、やってみてちょっといろいろ問

題が生じております。

ＲＣの３階以上の建物をピックアップすると。

ほかにたくさんまだ建物があるんですが、この

辺が全部平地になっております。平地になりま

すと、計算上、川の底が土ですね。底の摩擦係

数と土の摩擦係数、同じものを使っております。

ですから、本当はここに建物があったりして、

摩擦係数がふえるはずなんですけども、ここが

すかすかになっておりますから、すかすかになっ

ているようなところを水がどんどん速く来てお

りますから、まだ学問的にはいろいろ問題があ

ります。

ですから、ここいらをどうするか、建物を入

れていけばいいんですが、その作業がちょっと

大変なものですから、今チューニング中なので、

ここぐらいで。こう見ていただきますと、流れ

が建物でとめられて、建物がないところを水路

のように走っていくのがわかります。特に、こ

ういうところは今建物が計算上ないことになっ

ていますと、川の水と同じぐらいのスピードで

上がってくる。これは本当の現象ではありませ

ん。そういうところを少し直していかなければ

なりません。

こういうふうにして来るわけです。堤防を少

し乗り越えて来ております。これが県庁の庁舎

で、警察がこの辺ではないかと思いますが、こ

の辺までちょっと水が来るというような状況で

す。これは高潮の状態でやっておりますから、

まだ国が出したよりももうちょっと高い状態で

計算をしております。

こんなものをやりながら、今度は圧力をこれ

は出せるというのが学問的な意味での初めての

意味があるところで、赤色のほうが１平方当た

り10トンぐらいの水圧といいますか、力がかか

るものです。こういう港のところに堤防があり

ますが、赤いのが少し出ています。そういうと

ころにはそのぐらいの力がかかってくる。

こういう建物に白っぽく、赤っぽく出てきま
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すから、そういうぐらいの力がかかっておりま

すので、木造家屋はここには表現しておりませ

んが、確実に流されていくというのも経験的な

ものと計算で再現できているのかなと思います。

最終的には、10億メッシュで１メートル四方で

深さ方向で50センチで切っていきますから、か

なりのものが入っていくと思います。

これは赤江大橋だけ少し拡大をして、これは

学会の橋梁関係のシンポジウムでしたから橋を

ピックアップしておりますが、大淀川をさかの

ぼってきて、第１波がありますが、このあたり

に島というんですか、一ツ葉大橋のところにあ

りますが、それでちょっと方向が変わって、

ちょっと斜めから水が、３次元と２次元で全然

流れが違ってきます。これが高さでぎりぎりぐ

らい。第２波ぐらいで、ちょっと高い波が出て

きております。それで、少しこの場合には桁を

乗り越えてしまう。これは高潮の状態ですから、

満潮の状態ですと、乗り越えるか乗り越えない

ぎりぎりぐらいということになります。

これを応力を表現をするということで、これ

は河床とか、こういう物の表面にどういう圧力

がかかっているかということを表現しておりま

す。赤いのが大体１平方メートル10トンぐらい

ですから、かなり大きな力がかかっております

が、こういう橋梁とか堤防にどのぐらいの力が

かかるか。

今、河床に赤いのが出ていますが、これは水

深が深いですから、河床のところに水圧が赤く

出ております。こういうところにぶち当たって、

桁に赤いのが出ますが、第１波はそれほどでは

ありません。第２波ぐらいのが赤いのがどんど

ん来て、赤いのが出るとかなり大きい力がかかっ

ている。これが大きい波ですね。それで、こう

いうところで下から浮き上がるような感じの力

が出ているというようなことがわかって、これ

でどういう対策をするかというのも見えてくる

わけです。

そんなことをやりながら、実はＲＣ建物はひっ

くり返らないというようなことで、一般的には

ひっくり返らないんですが、宮城県の女川町で

沿岸部にあるこういうＲＣ建物も水圧で波力で

ひっくり返ったという例もありますので、沿岸

部の部分はやはり見ておいたほうがいいという

ようなことがあります。

もう一つ、ちょっと歴史的な1662年の日向灘

地震の前と後の宮崎市の大淀川から清武川、加

江田川、これが1662年の前の飫肥藩の地図でご

ざいます。こういうふうに現在の土地のような

状態になっておりますが、地震の後の地図では、

ここが清武川ですが、今の運動公園のあたりが

海になっております。島が残っておりますが、

ここに石碑を建てたと。

一方で、大淀川のところをよく見ますと、こ

こは福島村というところですが、これはなくなっ

ております。大淀川の河口のこれを左岸という

んですか、北側、ここがやっぱり地すべりをし

たようになっております。ですから、大淀川は

多分、もうちょっと国交省で調べてもらいます

けども、地形が地すべり地帯になっている可能

性があります。ですから、堤防を強化しても、

その下がこうなる可能性もありますので、これ

は調査を、こういう地図がありましたので、

ちょっとお願いをしております。ここの堤防は

きれいに直しておりますけども。

現在、多分地図を見ていただくとわかります

が、大淀川の河口はここがちょっと広くて、こっ

ちがちょっとせり出して、赤江大橋のあたりか

ら狭くなってこうなって、その状況は1662年の

こういうものを反映して、そのまま埋め立てた
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ものですから、こういうふうになっているとい

うことで、ここも埋め立てて、現在、運動公園

になっていますが、350年ぐらいかかってやっと

今の昔の状態に戻っております。

ですから、こういう被害を受けたときの復旧

工事というのは、よっぽどきちんと対策をして、

もとに返せばいいということではなくてやらな

いと、また多分同じことが起こるのではないか

ということを私自身は危惧しておりまして、対

策については本当はやらないでこの辺を置いて

おけば今は全然問題なかったんですが、埋め立

ててこの状態にしておりますから、こういうと

ころを今から対策をしていく。同じことが起こ

りますから、こういう対策をするときにはしっ

かり調査をして対策をするということも、歴史

が教えている重要なことではないかと思います。

専門家の知識というのは結構重要なんだなと

いうのを再認識しましたが、これは外浦、日南

のほうなんですが、外浦港も結構埋め立てたり

しております。これで地震のときに埋まったん

ですが、それでまた江戸時代になって、飫肥藩

が堤防、港を整備するというので、安井息軒は

こういうことを知っていたんでしょうね。

やめたほうがいいと、港の機能低下を招くの

で反対したんだそうでありますが、工事は進め

られて、したんですけども、完成した後、1854

年の安政南海地震なんですが、それでまた壊れ

てしまったというようなことがありますから、

やっぱり専門家のこういう知見といいますか、

見識というのはやっぱり重要なので、今申し上

げたように、昔、こういうふうな被害を受けた

ところの対策工事というのはしっかり調査して

やらないと、あるいは諦めるかどうか、そうい

う判断はやはりやる必要があろうかなというよ

うなことで、ちょっと時間をとりましたけど、

発表としてはこのぐらいにしたいと思います。

どうもありがとうございました。

○中野委員長 ありがとうございました。

それでは、これまで御説明をいただきました

内容につきまして、委員の皆様方から何かお聞

きしたいことがあれば、どしどし出していただ

きたいと思います。

○原田教授 ちょっと専門的な話をさせていた

だいたので、ちょっとわかりづらかったかもわ

かりませんが、専門家というのはこんなものだ

と思っていただければいいかと思います。

○中野委員長 日ごろのいろんなことも含めて、

先生にお聞きしたいことがあれば。

○原委員 せっかくおいでいただいたので、

私は沿岸部じゃないんですよ。三股というとこ

ろ、都城盆地ですから、比較的標高の高いとこ

ろにおりますけれども、今、県庁まで津波が来

るのか来ないのかということが１つは大きな関

心として持っております。というのは、今、災

害用の防災拠点をつくるかつくらないかという

議論が今進んでおります。先生もその中にお入

りになっているというふうに聞いております。

そこで、我々はちょっと危惧していまして、

本当に水が来ないのか。例えば、来なくてもそ

の周辺が、いわゆるいろんな橋梁、あるいは車

がとまる、建物が火事が起きる、倒壊する等々、

いわゆるパニックの状態に、今、県庁の近くに

そういう防災拠点施設をつくったときに、防災

拠点施設が打撃を受けることはないでしょうけ

れども、周辺がそういう大変な状況になったと

きに、結果的には孤立した防災拠点施設になっ

てしまうのではないかというようなことの議論

を今懸念といいますか、していまして、果たし

て今のところに、県庁としてはある程度ここに

つくることの方向性を出しているようですけれ



-11-

平成25年７月25日（木曜日）

ども、やや我々としてはそこに疑問符がついて

います。

だから、そこがどうなんだろうか、もうちょっ

とこの際、内陸の高いところにつくったほうが

いいのではないか等々、いろんな角度から議論

していまして、そのあたりについてのお考えを

ちょっとお聞かせいただくと。

○原田教授 理想を言えば、高いところがいい

んでしょうね。それは僕もそう思いますよ。で

すから、私はやっぱりいい土地に、県庁である

必要はありませんが、住民もいい土地を買って、

高いところに住んでほしいなというのが理想論

として、それなら全然地震とか津波って怖いも

のでは僕はないと思っております。

要するに、丈夫な家に住んで、津波が来ない

ようなところに住んでいれば、何も怖いものは

ありません。それは歴史といいますか、最近の

あれでもそういうところが、壊れない建物をつ

くれますから、ただ残念ながらそこにようけ人

が住んでいるという現実で、これは市民が決め

ている話ですから、それをどうするかという議

論なんですね。

東北であれだけの被害を受けた人たちですら、

町の高台移転という合意が得られないというの

が、これが人間の生活だと私自身は思っており

ます。国も高台移転というのは推進して、これ

だけ我々公務員のお金までカットして、お金は

集めたんだけど、合意が得られないからお金を

使うところがないというような状況、これが人

間ではないかと思うんですね。

ですから、宮崎県で１つの理想が実現できれ

ば一番いいなとは思ってはいるところなんです

が、現実が一方であるというようなことと、あ

と県庁の問題に関しては、口蹄疫のときにつく

づく感じましたけども、やはり薄々とは感じて

いたんですが、県庁そのものがスペースがない

ですよね。それで、こういう大きな災害が出る

と、外からの応援団、自衛隊も含めてというこ

となんですが、国からのいろんな応援団が来ま

す。

口蹄疫のときに何が起こったかというと、対

策本部がここにもここにも置かざるを得ない、

一堂に会して対策本部をする場所がなかったと

いうのが一番大きかったと思います。外からの

応援団と一緒に一堂に会すということができな

かった。それが非常に連絡等がうまくいかなかっ

た。

これは、口蹄疫のときには、電話とか通信と

かいうのは全てオーケーなわけです。地震のと

きには、そんなものはライフラインも含めて全

て行かない。ですから、スペースを確保すると

いうこととライフラインを確保するということ

に全力投球しておいて、外部からの人数も応援

団も来て、地元の県の職員とそういう人たちが

一堂に会して対策本部にいないと意思疎通がで

きないわけです。意思疎通するために時間がか

かってしまうというようなことがあります。

ですから、県庁移転が一番、どこか場所があ

れば一番いいんでしょうけど、これは多分100年

かかっても答えが出ないというのが私の答えで

ありまして、防災の危機管理をするような部署、

県土整備部と２つか３つぐらいが防災拠点だけ、

１つだけぽんと動いても、日常生活に全部かか

わってきますから、全庁挙げての仕事ができる

ようでないと、防災とか危機管理はできないと

いうのが常識といいますか、経験でわかってお

りますから、やはり防災庁舎だけがどこか行く

というわけではない。防災庁舎で防災をメーン

にするのであれば、全庁挙げてどこか行かなきゃ

いけない。そういうことを考えますと、やはり
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今現在の位置が一番いいだろうと。

周辺が確かに、周辺といいますか、今お見せ

している、ちょっと見づらいかもわかりません

が、海側はかなり水につかる可能性が高い。こ

れも最大級のものを使っておりますけども、そ

れでも橘通りまでは水が行きませんから、でき

るだけ県の職員はこっち側に重要な人は、議員

の先生方もできるだけこっち側に家を買っても

らって、できるようにするというのがスムーズ

にいく。

津波は、これが先ほど見せましたように、沿

岸部のこっちは多分ずっと水没する状態が続く

可能性はかなりあると思います。でも、こっち

は水没しませんから、プロになりますと、１波

が来るまでに15分ぐらいありますから、それま

でに登庁する。昼間はいいと思いますが、夜で

も15分。１波が来て、水が引きますが、次の第

２波が来るのに30分から40分かかります。それ

を知っていれば、その間に行けるかどうかだっ

たら、第２波目の間に登庁するとか、そういう

プロ並みの行動ができるかどうかということと、

あと２時間すれば十分大丈夫ですから、２時間

後からだんだん人が集まるという対策も１つは

考えられる。

あと、人が集まらなくても、通信です。ライ

フライン系はかなりシャットダウンしますけど

も、災害衛星電話とか、そういう通信網を３つ

ぐらいのラインをつくっておけば、そこでバッ

クアップの知事公舎とか、そういうところで連

絡し合って、三、四人いればある程度の当初の

ものの判断はある程度できると思います。

２時間ぐらいすると、かなり人が集まってこ

られる。全員というわけにはいかないと思いま

すが、そういうことを考えると、そういう場所

でしっかりしたスペースとライフライン機能を

確保したようなものがあれば、一時避難場所と

しても市民に対しては十分、こういうところが

ありますから、県庁の新しい場所に一時避難場

所として安心できるところに行けると。

宮城県で何が起こったかというと、宮城県庁

はちょっと内陸にありまして、光がちゃんと夜

ついているわけですが、そこにみんな集まって

くるというようなことで、随分住民は助かった

と、一時避難ですけれども助かった。

ですから、私自身は防災をやるときには、町

の中にできるだけ、ここに行けば何とかなると

いうような施設をできるだけ多く、これはお金

との問題ですが、多くつくってほしいと、多く

つくるべきだというふうに思っています。これ

が避難ビルにもなるし、ここに行けば何とかな

るんだというシンボルが１つあるということが、

住民の安全・安心ということにもなりますし、

行政としては行政機能ができるだけ麻痺しない

で対応ができていくというようなことで、トー

タルとしては、私自身は今のままで耐震性が非

常に悪いし、議会棟そのもの、何回か聞きまし

たけども、この天井そのものも建物もちょっと

危ないですね。

こういうものをある時期にやっぱり決断をし

て投資をする、いつかは古くなるわけですから、

するというような考え方をするというのもやっ

ぱり危機管理の１つだと思います。ぼろを着て

ても心は錦という精神でいければいいんですけ

ども、いけないというのがわかっておりますか

ら、過去の災害ではですね。そのときにどうす

るかという準備をしておく。

その決断はやはりあるところで、予算もかか

りますけども、するというのが賢い選択ではな

いかなというふうに、危機管理とか不確定性の

中での意思決定というのが私の一番の学問的な
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興味なんですが、不確定性がある中での意思決

定をどうするのかというのが永遠の課題ではあ

るんですが、その人の見識、あるいは胆識とい

う言葉がありますが、決断ですね。

ですから、そういうようなことが県全体でで

きるだけ防災拠点というのがふえる、県庁だけ

ではなくて、ふえるということが今必要なんじゃ

ないかな。老朽化もみんなしておりますから、

老朽化対策にもなります。そういう時期ではな

いかと思っております。

○原委員 私たちは全くの素人ですから、大

淀川左岸、地すべりのおそれがあると、1662年

の昔の絵図でそうおっしゃっていましたが、例

えば地震の場所にもよると思うんですが、この

あたりの液状化のおそれというのはないんです

か。

○原田教授 宮崎平野は基本的にはある程度液

状化する可能性が高いですね、これだけの強い

揺れですと。ただ、全域が液状化するというこ

とはありませんけども、そういう詳細なのは今

調べておりますけども。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○外山委員 宮崎海岸線は松がずっとあります

よね、県でね。この松というのは、シミュレー

ションするときにカウントしてあるんですか。

その松で力をそぐとか。

○原田教授 そこは入れておりません。

○外山委員 現実にはどうでしょうか、松とい

うのは。

○原田教授 津波がそれほど高くなければ、そ

れなりの効果はあります。シミュレーションを

そこだけでやりますとありますけども、ある程

度、松の高さぐらいになりますと、ほとんど。

ただ、宮崎海岸のこういうところは結構砂州が

高い、標高が高いですから、結構な防波堤には

なっております。

ですから、市民の森とかシーガイアのあたり

は、これを見ていただくと、あそこでとまって

います。こっちの低いところを回ってくる水が

ありますけど、そこまでの勢いがない。だから、

津波が低いと松はそれなりにいいんですが、高

くなると流されてしまいます。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○宮原委員 県病院あたり、あのあたりは堤防

が決壊すると、いろいろなところにありますけ

ど、ここまで浸水しますよと。これは、今見る

とつからないという状態でありますから、堤防

が決壊しないということなんだろうとは思うん

ですが。

○原田教授 決壊をするという条件で、最悪で。

○宮原委員 それでも、あそこのあたりはつか

らないということなんでしょうか。

○原田教授 難しいんですよ。国交省が水害の

で堤防がもし越されたらと言ったのは、水害で

堤防をぎりぎりというか、堤防を乗り越えるよ

うな水害まで大雨で来たときに、堤防が決壊し

たらこうなりますというシミュレーションです。

今、満潮でやっておりますけども、満潮で河川

は大水ではないという状況なんです。

ですから、大水が出て堤防が決壊、洪水です

よ、決壊しそうなあたりで高潮の状態で来たら

どうなるかというのもちょっとやっていますけ

ども、とにかく高いから、もうちょっと広がっ

ていくんです。その確率まで入れるとどうかな

といったら、いろいろ国とも相談しましたけど、

全国でやっていないからと。可能性としては、

否定はゼロとは言えません。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません
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か。

○内村委員 先ほどの地震で女川のビルが横倒

しになったのが出てきていたんですが、あれは

私が去年９月に行ったときもまだ横倒しになっ

たまま置いてあったんですけれども、ああいう

鉄骨のものが壊れて……

○原田教授 あれは鉄骨というよりも、鉄筋コ

ンクリートです。重いです。それでもひっくり

返っています。

○内村委員 そして、今度は集成材でつくった

柱の建物が残っている、どちらかというと……

○原田教授 そういうところもあります。

○内村委員 水の多さにも、波の強さにもよる

んでしょうけれども、あれが倒れたのは割れて

倒れたのか、それとも……

○原田教授 水圧です。

○内村委員 水圧で倒れて、そのまま残ってい

るんですが、水圧でちぎれたというような形で。

○原田教授 横の水圧が高くて、流されて倒れ

たというか。

○内村委員 どちらが強いかということでは。

○原田教授 ですから、沿岸部に基礎も含めた

強度があると、あのぐらいの津波の高さだとひっ

くり返るだろうなという感じはします。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。ないですか。

○丸山議員 先生のほうにお伺いしたいことが

あります。30メーターメッシュと10メーターメッ

シュでは浸水域も違うということだったんです

けど、一番最初に出た宮崎で３万4,000人が亡く

なるとかいうデータがぽっと出てしまっている

んですが、10メーターと30メーターメッシュで

の被害額とか亡くなる確率、人の数というのは、

それを今計算を出しているんでしょうか。

○原田教授 変わりますね。やっぱり被害額と

か死者数を出すのは、30メートルメッシュでは

出さなかったんです。計算しなかったんです。10

メートルメッシュで計算を出していますから、

領域としてはちょっと狭くなっているという、

浸水域として狭くなっている数字が県内で３

万2,000でしたか、県内の被害が4.8兆円ですか

ら、ぜひ県会議員の人は4.8兆円をどうしてくる

のかということを考えていただきたい。財政破

綻するのは目に見えております。

国が220兆円、耐震設計をちゃんと全部普及さ

せたとしても80兆円、これは国が潰れます。80

兆円になっても、40兆円の税収しかありません。

それは国が潰れます。これは過去の関東地震が、

当時、国家財政が500億円ぐらいと同じぐらいで

国家がだめになりました。ポルトガルでも同じ

です。ですから、こういうのをどうしていくの

かというのが非常に大きな課題と、起こらない

ことを神に祈るしかないなというふうに私自身

は思っておりますが、時間をかけて対策をして

いくしかないというふうに思っています。

○中野委員長 いいですね。

では、私のほうからお礼を申し上げたいと思

います。

原田教授におかれましては、大変お忙しい中、

丁寧な御説明をいただきましてまことにありが

とうございました。心より御礼申し上げます。

委員一同、本日お聞きいたしましたことは、

今後の委員会活動に十分反映させていきたいと

思っております。

最後に、原田教授のますますの御健勝と御活

躍を御祈念申し上げまして、大変簡単ではござ

いますが、お礼の言葉とさせていただきます。

本日はまことにありがとうございました。

休憩をします。

午前10時２分休憩
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午前10時７分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

座ったまま、申しわけございません。

本日は、宮崎海上保安部様においでいただき

ました。遠方、わざわざ御苦労さまでございま

す。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、宮崎県議会大規模災害・防災対策特別

委員会の委員長の中野でございます。

当委員会は、大規模災害・防災に関する所要

の調査活動を行うことを目的としております。

今回、宮崎海上保安部様の取り組み等をお伺い

いたしたく、意見交換をお願いさせていただき

ました。本日はよろしくお願いいたします。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が宮崎市選出の重松幸次郎副

委員長です。

左側からですが、宮崎市選出の外山三博委員

です。

小林市・西諸県郡選出の宮原義久委員です。

東臼杵郡選出の黒木正一委員です。

児湯郡選出の松村悟郎委員です。

都城市選出の内村仁子委員です。

続きまして、右側ですが、日南市選出の髙橋

透委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

同じく有岡浩一委員です。

今、到着いたしましたのが、北諸県郡選出の

原正三委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

それでは、海上保安部様より、よろしくお願

いいたします。

○柳田部長 きょうは、本当にお招きいただき

ましてありがとうございました。宮崎海上保安

部の部長をしております柳田と申します。どう

ぞよろしくお願いします。

早速なんですけど、きょうはちょっと無理を

申しまして、皆さんに青い羽をきょうつけてい

ただいております。ちょっとまた後ほど詳しく

紹介させていただきますが、海のボランティア

のための募金という形で全国でやっております

ので、また御理解、御協力のほうをよろしくお

願いしたいと思います。

宮崎の県議会の皆様には、平素から宮崎海上

保安部のほうの業務、多大なる御理解と御支援

を賜っております。この場をおかりしまして、

厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ

りがとうございます。

御存じのとおり、海上保安庁は今やはり南の

ほうでかなり厳しい状況になっております。さ

はさりとて、宮崎海上保安部といたしましては、

やはり宮崎の地元の課題、１つは南海トラフの

巨大地震、津波に対する対応、それから２つ目

は、マリンレジャーが宮崎では非常に活発です

が、反面、事故も結構多発しているという状況

がありますので、安全対策、海難救助なんかが

非常に大きな課題だというふうに考えておりま

す。

また、尖閣だけじゃなくて、当然宮崎にも海

の上にも国境があるわけですから、国境の守り

というところも万全を期してまいりたいと思い

ます。

勢力的には少し少ない海上保安部であります

が、全力を尽くしまして、宮崎の安全・安心を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

すので、また今後とも皆様方の御協力、御理解

のほうをよろしくお願いしたいと思います。

それでは、早速、本日の御説明のほうに移ら

せていただきます。
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きょうは事務局さんのほうからお話を伺って

おりますのは、意見交換会事項として、１つ目

が大規模災害時の活動内容及び体制について、

２つ目が防災・減災についての取り組みと課題

について、この２点でというお話でございまし

た。ちょっと御説明の構成といたしましては、

なかなか海上保安庁を知られていない部分もご

ざいますので、体制や全般的な業務についての

説明をまずさせていただきまして、その後、防

災に関する全国の取り組み、それから今後の十

管区、宮崎海上保安部の取り組みについて説明

をさせていただきたいというふうに考えており

ます。

ただ、海上保安部、管区本部のほうもそうな

んですが、昨年、中央防災会議の検討結果が出

ております。ことし、宮崎県のほうの浸水予測

なんかも出ておりまして、それらに基づいて今

後どのような取り組みをしていくかというとこ

ろは今ちょっと検討しているところでございま

して、委員の皆様方が十分御満足いただけるよ

うな詳細な内容でもないかもしれませんが、で

きる限り私の頭の中に入っている事項も含めて

御説明をしていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

説明のほうは30分程度、つたない御説明にな

るかもしれませんが、どうかよろしくお願いし

ます。

それでは、早速、パワーポイントのほうで説

明を進めさせていただきます。座らせて説明さ

せていただきます。

まず、海上保安庁全般の任務についてなんで

すが、海上保安庁は昭和23年に当時の運輸省の

外局として設置されております。海上における

国民の人命や財産の保護、それと治安の維持を

目的として設置されております。

主要な業務は３つ、警備救難業務、それから

海洋情報業務、それから交通業務の３つが主要

な業務となっております。

警備救難業務と申しますのは、海上における

人命の救助や治安の維持、犯罪の取り締まり、

それから国境の警備などをやっております。

それから、こちらの交通の業務のほうですが、

海の上の船の交通安全というのは実は海上保安

庁が担っております。端的に申しますと、岬な

んかにあります灯台、海の上の船の道しるべと

なる灯台なんかも海上保安庁が所管して維持管

理を行っておりますし、それから大きな港にな

りますと、法律で決まった海の道というんです

か、航路というものが法律で定まっております。

ある一定以上の大きな船はそこを走りなさい、

何ノット以下で走りなさい、それから場所によ

りましては空の上の管制と同じような海上の船

舶の管制という業務を行っている海域もありま

す。東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、それ

から関門海峡なんか、非常に海上交通の量が多

いようなところはそういった海の上の管制業務、

空のような強力な管制権限のようなものはない

んですが、情報提供や指示といったものを中心

に、海上交通のコントロールというものも行っ

ております。

最後に、海洋情報業務ですが、陸上で言えば、

国土地理院が陸上の地図をつくっております。

これはやはり海上保安庁が海の上では海の測量

をして、海洋の調査をして、船の地図に当たる

海図というものをここの海洋情報部もつくって

おります。

それから、最近、200海里内での海底資源の開

発なんかでも非常に課題になっております

が、200海里の大陸棚の調査とか、それから交通

船舶には非常に重要な海流がどのように今は日
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本の周辺でなっているかなどの調査も、ここの

海洋情報部で行っております。

大きく３つの業務が、１つの組織の中で行わ

れているという状況です。

次に、海上保安庁の組織ですが、東京の霞が

関に本庁があって、そのもとに全国を11のブロッ

ク管区が分割するという体制になっています。

本庁では、長官、次長、海上保安監のもとに５

部がありまして、総務、装備技術、それからさっ

き申しました警備救難、海洋情報、交通といっ

た５の部で構成されています。その下、長官の

直轄組織として、教育機関である海上保安大学

校と、それから海上保安学校、呉と舞鶴にそれ

ぞれあって、職員の養成を行っております。

地方の組織は、先ほど言いました11のブロッ

ク組織、そのもとに実際に海の上で海上保安業

務の現場業務を行う海上保安部というものが70

カ所あります。その下に、海上保安署が61カ所、

それから航空基地、それからそのほかにも国際

犯罪を専門分野とする基地や特殊救難基地、海

難救助のスペシャリストがいるような基地が配

置されております。

海上保安庁の組織の特徴というのは、東京か

ら出先、地方までが１つの組織になっておりま

すので、非常に派遣なんかの体制がとりやすい

というところが大きな特徴だと思っております。

警察さんなんかは、東京と、それから各県の警

察という形になっておりますので、それに比べ

れば全国が一枚の組織で集約されておりますの

で、派遣が行いやすい。

それから、先ほど言いました海難救助や、そ

れから油の防除、国際犯罪の捜査なんかのスペ

シャリスト集団がありますので、何かここ、例

えば宮崎でも大きな油流出事故があった、もし

くは密輸、密航の大規模犯罪があった、それか

ら大きな船が遭難を起こして海難救助をしない

といけない、難しい海難救助をしないといけな

いというような状況が発生しても、さっき言っ

たスペシャリスト集団がすぐに航空機に乗って

派遣体制をとってこちらに駆けつけるという体

制をとることができますので、そういう意味で

は、我々宮崎の海上保安部、出先は４隻の船と70

名の人員しかいないんですが、そこは全国ブロッ

クでカバーをし合いながら、それぞれの地域の

体制を確保していくというところをつくってお

りますので、その２点が海上保安庁の大きな特

徴ではないかというふうに考えます。

次に、海上保安庁の勢力・予算です。

海上保安庁に属します船艇は全部で446隻、一

見するとちょっと数が多いように見えるんです

が、その内訳が警備救難用の船が400隻ちょっと、

海洋情報業務が13隻、航路標識が12、教育用の

船艇が３隻。446隻といっても、今、テレビでご

らんになっているような、尖閣に行って外洋で

長期間にわたって活動する船は、実際は50隻ぐ

らいしかありません。今、ようやく尖閣の問題

もあって補正予算なんかで船の増強というもの

が徐々に認められつつありますが、それでも50

隻から60隻ぐらいの体制になるのが精いっぱい

というところでございます。

それから、その下、航路標識、灯台とか、そ

れから地上から電波を発して船の位置をはかる

ようなものが約5,000基、それから予算と定員は、

定員が全国全て合わせて１万2,000名少しです

ね。予算が1,765億、25年の当初予算ですが、こ

れも徐々にふえてきているという状況でござい

ます。

海上保安庁の業務、ここに大まか８つの業務

を書いておりますが、任務といたしまして、や

はり海の上の安全とか治安全般を担いますので、
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非常に幅広い業務となっております。大きく分

けても、ここの８つに書いてある治安の確保、

それから領海警備・海洋権益の保全、海難救助、

海洋環境の保全、それからコンビナートで油が

出たとか火災とかいうときも海上防災、油の防

除なんかも海上保安庁の業務になっています。

先ほど言いました海洋の調査、海上交通の安全、

それから国際連携、各他国の沿岸警備隊等との

連携なんかも今図っております。以上が海上保

安の業務です。

次に、海上保安庁の活動の現場なんですが、

ここ標題は海上保安庁の管轄海域というふうに

書いてあるんですが、平たく言えば、日本の法

律が海の上でどこぐらいまで属地的に適用され

るかという範囲を書いております。当然、日本

の法律が適用されるエリアであれば、我々、法

令の励行機関であります海上保安庁が活動する

海域となります。

簡単に言います。一番近いところが、白塗り

で書いてある、沿岸に書いてあります。これが

領海ですね。陸地の一番陸側の線から12マイル

が領海です。当然、日本の主権が及ぶ海域でご

ざいまして、日本の国内法令全てが適用される

海域です。

その外側には、ちょっとここには書いていな

いんですが、その外側12マイル、陸地からだか

ら24マイルの線までが接続水域という海域があ

ります。それは領海ではないんですが、いわゆ

る日本の国内の出入国とか税関とか検疫に関し

て、他国の船に対しても検査なんかの権限、規

制ができる海域は接続海域、今、尖閣でも接続

海域に中国の公船が入っているとかいうニュー

スが流れていますが、そういった海域が24マイ

ルの接続海域となっています。

その外側に青いやつが大きく書いてあるんで

すが、これがいわゆる200海里という排他的経済

水域ですね。これは、国連の海洋法条約でも定

められているんですが、ここの水域の中の漁業

とか、それから海底資源の開発、調査、それか

ら資源の活用なんかに関して、主権的権利が認

められているところでございます。

200海里、広さで言うと、領海が43万平方キロ

メートルぐらいになるんですね。日本の領土そ

のものが38万平方キロメートルですから、領土

より領海のほうが実は広いんですね。その一番

外側の200海里の排他的経済水域は、全て合わせ

ると405万平方キロメートル。

したがいまして、一般的に海上保安庁が国内

法令の励行のために活動する海域というのはこ

れを合わせた数字、447万平方キロメートル、領

土の12倍ぐらいになるんですね。合わせたこの

数字は世界で見ると第６位という、言ってみれ

ば、やはり日本は海洋国家であり、海に非常に

依存している国であるというのがわかります。

次に、管区本部の体制です。全国を11の管区

本部に分割しまして、北海道の第一管区から二、

三、四、五、六で、沖縄の第十一管区まで、こ

この南九州海域は第十管区が管轄することとな

ります。

第十管区の御説明でございます。担当海域が、

ここの宮崎、熊本、鹿児島の陸域とその沿岸の

周辺の海域、それから鹿児島の南西諸島周辺、

さらには東シナ海の北部の海域を管轄しており

ます。南北が大体管轄海域が700キロ、東西

が1,000キロメートル、全職員数が約800名、巡

視船艇が24隻、航空機が６機となっております。

やはり東シナ海の北部海域を担当するところ

でございますので、最近の外国の船舶の活動な

んかも活発となっておりますので、やはり緊張

の抜けない十管区の担当海域となっております。
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次に、私ども宮崎海上保安部の御説明です。

担当海域は、宮崎県の沖合海域、全ての海域を

担当しております。南北で260キロメートル、東

西で100キロ、面積的に言えば約２万平方キロメ

ートルです。陸地の広さで言うと、大体九州の

陸地の半分ぐらいの広さを我々宮崎海上保安部

が管轄するという形になります。船艇が、小型

の巡視船が２隻、それから小型の巡視艇が２隻、

計４隻で２万平方キロメートルを管轄しており

ます。油津、日南に海上保安部があって、日向

市のほうにその下部組織となる日向の海上保安

署が設置されております。

次に、防災のお話にちょっと移らせていただ

きます。

海上保安庁における主な防災対応、応急対応

として、災害対策基本法に基づく防災基本計画

で求められている海上保安庁が何をやりなさい

という項目です。全部で７項目あります。

１つ目が情報の収集と情報連絡、２つ目が海

上における災害に係る救助・救急活動、３つ目

が海上における応急的な防除活動、航行船舶の

避難誘導活動、４つ目が航路標識の復旧及び応

急標識の設置、５つ目が航行警報の実施及び船

舶交通の整理・指導、６つ目が水路の検測等水

路の安全確保、最後に地方公共団体からの要請

に基づく緊急輸送活動となっております。

それをちょっと時系列的に詳しく御説明させ

ていただくと、いろいろなケースがあると思い

ますが、地震、津波が発災した場合、まず我々

が取り組む課題が情報の収集と津波警報の伝達

という大きな２つの業務となります。

情報の収集、主にやはり航空機、船艇を利用

して、被災海域に進出して、被災状況を情報収

集するという形になります。今、私どもは海上

保安庁のヘリコプターとか大型の巡視船には画

像の伝送装置が搭載してありますので、端末の

受信装置を持ってくれば、動画が現場からリア

ルタイムで衛星経由等で、例えば県庁に伝送装

置を設置すれば、海上の画像は即座にごらんに

なれるようになります。ただ、装置を搬入して

こないとだめですけど。

それから、津波警報の伝達、これはやはり沿

岸で津波が発生した場合は、船とか、それから

沿岸で活動している人たちに早く避難を促さな

いといけませんので、これも主にやはり航空機

によって、ヘリコプターによって実施すること

になると思います。津波の警報が出た場合は、

現実問題として、私ども海上保安部の巡視船艇

もまずはやはり安全確保のために避難しないと

いけませんので、まずは安全確保しながら、で

きる範囲で津波警報の伝達を行うという形にな

ると思います。したがいまして、ヘリコプター

によって実施するという形になると思います。

次に実施しますのが、海上における救助・救

急活動、いわゆる人命救助ですね。特に、災害

時には72時間が人命を助けられるかどうかとい

う非常に大きな境目になってきますので、やは

り海上での捜索と、それから人命救助、必要で

あれば財産救助も含めて、直ちに着手するとい

う形になります。

次に行いますのが、緊急の輸送活動です。第

１段階、第２段階、第３段階と分かれていまし

て、第１段階はやはり人命に関するような緊急

輸送活動、救助・救急、医療活動従事者を搬送

したり、医薬品を搬送したりというものが主体

になってきます。第２段階は被災者の生活支援、

食料、水、傷病者、それから被災者の輸送。第

３段階が、災害復旧に必要な人員・物資の輸送

となります。

その次の優先順位として行いますことが、海
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上交通の確保ですね。特に、孤立したような地

域、陸上の道路が閉鎖されているようなところ

では、海上交通が非常に大きな救助・救援の柱

となってきますので、海上の大量の瓦れきなん

かが流れてきますので、それらの航路を警戒す

るといいますか、瓦れきなんかを撤去して、船

が安全に港に出入りできるような活動、これら

も主にやはり港湾局、港湾建設局なんかと連携

しながら行っていくという形になります。

最後に、流出油があれば、その防除、あと全

般的に治安の維持なんかを図っていくという形

になります。

次に、海上保安庁が行う災害応急対策の特徴

ですね。

１つ目が現場集結能力、海上保安庁の当然主

要勢力というのは巡視船艇と航空機になります。

巡視船艇というのは海の上を当然走りますので、

陸上で高速道路がだめになった、道がだめになっ

たといっても、海の上ですから、比較的早く参

集しやすいという特徴があります。全国的にも、

先ほど言いました200隻、300隻の巡視船が対応

準備というものはとっておりますので、もし何

か、当然宮崎なんかも含めて大きな災害が起こ

れば、燃料や、それから必要物資を搭載して参

集してくるという形になっています。

２つ目が大量輸送能力ですね。陸上でトラッ

クで運べば、やはり何トンというのが輸送力の

限界ですが、海上保安庁の船、大きなものであ

れば6,000トン、7,000トンの船があります。外

洋で活動する船は、大体やはり1,000トンか

ら2,000トンの大きさがありますので、それらの

巡視船は物資を積むだけでもやはり数十トン以

上の搭載能力がございますので、一度に多くの

もの、それから巡視船には当然水とか燃料も積

んでありますので、そういったものの輸送とい

うのも可能になってきます。

３つ目が長期活動能力、巡視船、船というの

は１つの活動するための社会というふうに考え

ていただいて結構なんですね。生活するための

食料や水や燃料、当然電気なんかも全て自己完

結的に船の中で賄えるような体制になっていま

す。ちょっとどこまで行動できるんだというの

はここでお話しすることはできませんが、それ

らも含めて、比較的長期にわたって、船が１つ

の機関として活動できるという形になります。

最後に、海上拠点能力ですね。特に、今、海

上保安庁の巡視船は、ヘリコプターを積んだり、

ヘリコプターが運用できるヘリ甲板を設置する

ものが多くなってきております。これらをもと

に、陸上のヘリポートがだめになった場合でも、

海上の巡視船をヘリコプターの拠点として、捜

索とか救助とか物資輸送とかにも活用すること

ができるようになります。

大きくこの４点が、海上保安庁の巡視船を防

災活動に活用する場合の特徴かなというふうに

考えております。

次に、東日本大震災、海上保安庁がどのよう

な活動をしたのかというのをちょっと御説明さ

せていただきます。

先ほども言いましたように、まずはやはり人

命救助です。72時間が勝負。平成23年の３月20

日までに、ちょっと資料が古いんですが、海上

保安庁だけで360名の救助をしております。現在

も2,700名の方が行方不明になっておりますが、

海上保安庁としては現場での捜索活動を継続し

ております。海の上で、夜間であろうが、夜を

徹して海上保安庁の巡視船によって海上漂流者

を捜索する、もしくは港内沿岸で瓦れきの中で

も潜水捜索を行います。

それから、海上での捜索というのがめどがつ
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けば、やはり陸上沿岸部も当然海上保安庁とし

ては応援をする体制となっておりますので、例

えばこれは石巻で幼稚園児62名がその親御さん

とともに孤立していた状況ですが、自衛隊も当

然警察も消防も現場に入っておりますが、手が

足らないということで、陸上部の救助について

も当然海上保安庁は応援を行っております。ヘ

リコプターによるつり上げ救助。

それから、もう一つ、２つ目が緊急物資の輸

送、孤立者の生活支援なんかですね。ヘリコプ

ターによる物資輸送、それから陸上自衛隊と連

携した港までの船の搬送と、それから陸上自衛

隊への物資の引き渡し。さっき言いました海上

保安庁の巡視船の燃料なんかを、緊急時の話な

んですが、これを地元での燃料として活用して

いただくという方策もとっております。

それから、市民に対する入浴支援。それから、

消火活動ですね。千葉県のほうで、地震によっ

て非常に大きなコンビナートでの油火災が発生

しております。陸上で当然消防のほうも消火活

動に当たるんですが、海の上から巡視船による

消火活動というのも行っております。非常に巡

視船の消防能力も能力的には高い装置がついて

おりまして、海上からの消火活動も行うことが

できます。

最後に、緊急輸送路確保ということで、先ほ

ど言いましたように、港湾局なんかと連携して、

船の入港の安全をお手伝いする業務をやってお

ります。海の底に大きなものが沈んでいて、入

港する船の危険とならないのか、それから撤去

した後、本当にそこの海は安全なのかというこ

とを海上保安庁の調査能力をもってして従事し

ております。

次に、当然御存じだと思うんですが、宮崎県

での南海トラフが起こったときの予測ですね。

昨年の８月に中央防災会議の検討委員会のほう

が発表された資料をそのまま掲載しております。

震度のほうは、一部震度７、それからその周辺

が６強、広い範囲にわたって６弱、津波のほう

が14メートルから高いところで17メートルぐら

いの津波、１メートルの津波がやってくるのが

十七、八分、20分ぐらいですね。あと10メート

ルの津波がやってくるのが30分、20分というオ

ーダーでやってくるという形になります。

被害予測のほうは、死者が４万2,000名、うち

津波での死者数が３万9,000名となっておりま

す。

それから、宮崎県で想定される事態としては、

やはり１つ目が津波によって海上漂流者とか漂

流船舶が発生するんじゃないかというふうに考

えられます。やはり県庁所在地が海に面してい

て、津波のやってくる方向に開いている地域、

県というのは、やはりここの宮崎と、それから

高知なんかもそうなんでしょうけど、津波によ

る被害というのはやはり考えておかないといけ

ないんじゃないかなと考えております。

それから、陸上交通の寸断、道路がやはり沿

岸部を走っているところがございます。私ども

日南のほうからもここに来るのに220号線、海沿

いを走っておりますので、孤立住民の発生、そ

れから被災住民が沿岸部において大量に発生す

るんじゃないかというふうに考えております。

実施すべき対応としては、海上における迅速

な捜索・救助活動、それから交通安全の確保、

被災住民に対する緊急物資活動等を巡視船艇を

活用して行うこととなります。

次に、海上保安庁、宮崎海上保安部、それか

ら十管本部が、実際に大きな災害が起こったと

きにどのような体制をとるかという御説明をさ

せていただきます。
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十管本部のほうが鹿児島市にございまして、

そこに十管区の対策本部が設置されることとな

ります。そこで、全般的な対処方針とか、それ

から十管区全体の運用調整、それから本庁とか

他管区との調整等の業務を行うようになります。

ここ日南にあります宮崎海上保安部には、宮崎

海保の現地対策本部が設置されます。そこでは、

巡視船艇を運用しながら、実際の救助・救援活

動の指揮をとることとなります。当然、ここの

県庁のほうにも県の対策本部が設置されますの

で、そこに十管本部、それから宮崎海保からも

要員を派遣して、その中で情報共有、それから

対応業務の連携を図っていくという形になりま

す。

あと、可能である市町村には、宮崎海保のほ

うからも要員を派遣して、情報収集、連携体制

の構築というのをとる必要があるのかなという

ふうに考えております。ただ、要員的に制約が

ございますので、当然全ての市町村に派遣する

というのは無理だと思いますので、そこは実際

の発災状況を見ながら、私どもを含めて判断し

ていく形になると思います。

最後になります。今後の取り組みについてで

す。大きく２つです。

１つ目が、自治体の皆さんや関係機関との連

携体制の構築ということで、実際に我々応急対

策機関が発災後に動く上で何が一番重要かとい

うと、当然発災後の情報収集というのが何より

も重要な状況になってきます。当然、海上保安

庁も情報収集します。自衛隊さん、警察さん、

消防さんなんかも情報収集していくと思います。

それから、自治体の皆さんも情報収集するよう

な形になると思います。

それらの情報をやはりある１カ所で集約し、

共有しながら、それから２点目にある関係機関

相互の応援体制をとっていく。例えば、陸上で

ここが不足している、勢力的に不足している、

もしくは逆に海上のほうでやはりここが捜し切

れていない、ここにやはり被災者がいるという

状況になれば、各機関がその情報を共有して、

それぞれの部隊を有効に動かしていく、それぞ

れの業務のニーズに適して、そういう体制構築

が必要になってくると思いますので、我々とし

てはやはりどこにどういう情報がいつ集まって

くるのかというのをあらかじめ勉強しておいて、

そこに我々の対応体制を構築して、情報収集が

有効に早くできるように構築していく必要があ

るのかなというふうに考えております。

ちょっとこれに関連して、逆に県とか県議会

の皆さんにもお願いしたいことは、応急の場合

の情報収集で、当然各機関が飛行機とかヘリコ

プターとか船で情報収集もするんですが、それ

はあくまでも外部から見た情報収集という形に

なります。いわゆる外見の情報になってくるん

ですね。

それに比べて、各自治体で避難所に集まって、

例えば人数の確認とか人員の確認とかされると

思います。そこで当然１つの情報が出てくるわ

けなんですね。どこの避難所で何名の亡くなら

れる方が出れば、死者、それから負傷者、どの

ような負傷者が何名発生している、どういう状

況にある、それから行方不明者の情報、例えば

どこどこの誰々さんが見当たらないとか、場合

によっては誰々さんが津波に流されるのを見た

とか、それから船が何隻、誰々さんが乗った船

が沖に流されて今は見えないとか、そういった

情報が非常に重要になってくるんです。

ぜひ、今後、県、それから市町も含めて訓練

を進めていかれることと思いますが、当然我々

応急対策機関もその訓練に参加して、情報をとっ
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て、早く人命救助をやるという活動を行ってい

きますが、ぜひ市町、それから自治体の皆さん

のほうに、そういった人命救助なんかの観点も

含めた情報の現場での集約と、それから上部、

例えば自治会であれば市役所に連絡する、市役

所がまた県のほうに連絡するという体制構築を

図っていただければ、我々応急対策機関の活動

もかなり効率的な動きになっていくんじゃない

かなというふうに考えておりますので、ぜひそ

の点はよろしくお願いしたいと思います。

最後に、訓練の実施ですね。さっき言いまし

たように、情報をどこでとる、どこで共有して

連携していく、どういう連携体制をとっていく

という頭の体操をした後は、次はやはりそれが

本当に動けるのかという訓練をやっていかない

といけません。当然、どういうふうに動いてい

くという意味では、机上訓練なんかも必要になっ

てきますし、最後はやはり実際の部隊を使って

の実働訓練というのをやって、本当に机の上で

書いたプランができるのかという実証訓練は

やっていかないといけないというふうに考えて

おります。

私ども海上保安庁、それから宮崎県警さん、

陸上自衛隊でいえば都城、えびの市の連隊さん、

それから新田原の航空自衛隊、それから消防さ

ん、宮崎の消防さん、各市町の消防さんを含め

た各機関の意思疎通、それから情報集約体制な

んかは、あらかじめ十分な連携体制の確認と、

それから訓練の実施は必要かなというふうに考

えております。

以上が、ちょっと簡単なんですが、海上保安

庁の体制組織と、それから今後発生し得る大規

模災害に対して対応していくかというところの

大まかな指針的な話ですが、御説明させていた

だきました。

以上でございます。

○中野委員長 以上で海上保安部様の御説明が

終わりました。

これから意見交換をしたいと思います。御意

見、御質問のある方はどしどし出してください。

余り時間もありませんが、端的にまとめて質問

してください。

○髙橋委員 ちょっと素朴的な質問なんですが、

大規模災害、津波があったときに、海上保安部

の方々も命を大切にしてもらわないかんから、

当然住民の避難誘導をされると思うんですけど、

みずから避難していただくんですよね。

○柳田部長 我々も、当然、職員の命、生命の

確保というのは最優先課題というふうに考えて

いますので、危険であれば、やはり庁舎からの

避難というケースもあり得ると思いますし、そ

こは最大限というか、確実に安全を確保しなが

ら動いていくという形になると思います。

したがって、場合によっては海上保安庁が日

南の中でも例えば市役所に避難して、一時的に

ちょっと立ち上がりの状態で機能できないよう

な可能性もあるかもしれませんが、そこは十管

本部なんかとの連携をとりながら、早く宮崎で

部隊が動けるような体制構築というのは図って

いこうというふうに考えております。

ただ、やはり避難も含めた安全対策というの

は、第一課題というふうに考えております。

○髙橋委員 私も地元でインフラがおくれてい

て申しわけないんですけど、油津港は耐震岸壁

になっていないんですよね、御存じだと思うん

ですけど。だから、大規模災害でいわゆる港が

使えない状態があったら、それこそ海上保安部

として仕事ができない、そういうことも想定さ

れますから、これはやっぱりゆゆしき点という

ことで問題視されているんじゃないんですか。
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○柳田部長 油津は、たしか耐震岸壁はまだ整

備されていないという状況なんですね。一般論

で言えば、確かにやはり陸上の交通路が遮断さ

れるような場合であれば、海上交通、それから

巡視船の活動にとってもやはり港湾というのは

必要になってきますので、耐震岸壁の設置、設

備というのは有用になっていくんじゃないかな

というふうには考えております。

○髙橋委員 特別委員会でも重要視していただ

けますね。耐震岸壁が早急に整備されるように

頑張りたいと思います。委員長、よろしくお願

いします。

○中野委員長 本当に重要なことですね。大分

市からもそういう話を聞いていますし、特と。

ほかにありませんか。ないですか。

○宮原委員 この前の東北での震災があったと

きに、ここに第二管区海上保安本部というのは

宮城県塩釜市というふうにありますね。当然、

そこにも船舶とか、こういったのは係留がして

あったんだろうなと思うんですけど、ちなみに

そういう震災が来て津波が来るという状況を入

手されて、こういった船舶とかは全部避難がで

きたんですか。

○柳田部長 これは広報されているので正直に

申しますけど、実は当時、塩釜港には大きな巡

視船が２隻、それから小さな巡視船もあったん

ですが、実は塩釜港というのはかなり入り組ん

だ港で、外洋まで避難が可能だという判断がで

きなかったんですね。実際は乗組員は陸上に逃

げて、２隻の大きな巡視船というのは、当然あ

れだけの津波が来たら係留索が切れてしまって、

港内に流れ出てしまったんですね。

１隻はたまたまいかりを入港しているときに

打っていたので、そのいかりによって漂流がと

まって無事だったんですが、１隻はいかりを使っ

ていない状態だったので、近くの沿岸部に乗り

上げるという事態になっております。それもす

ぐに復旧して、当然地元の災害復旧活動にすぐ

カムバックしていますけど、実は巡視船といえ

ども当然乗組員の安全確保を優先して、そのよ

うな状況にもなり得るというところでございま

す。

○中野委員長 その避難には間に合われたわけ

ですか。

○柳田部長 人間自体は間に合いました。管区

本部自体がちょっと高台のほうにあるので、そ

こに全員避難して、人命の損失はございません

でした。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○髙橋委員 今、管区本部が第二の場合は高台

にあるとおっしゃったんですが、油津のは港で

すよね。

○柳田部長 埋立地の海の前面にあるような状

況なんですけど、ただ、今、中央防災会議の資

料なんかを見ると、油津の港内が大体６メート

ルから７メートルぐらいの津波じゃないかとい

うふうに予測されていますので、ちょっとそこ

ら辺をもとに、どのようなＢＣＰ計画でやって

いくのかと、今検討しておりますので、避難、

もしくはそこのその場での業務継続なんかも今

から検討していきたいというふうに考えており

ます。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○髙橋委員 避難場所が津の峯とかですよね、

裏山の、わかりますか。

○柳田部長 裏山ですか。

○髙橋委員 梅ケ浜の。

○柳田部長 向こう側ですよね。

○髙橋委員 そうです、あそこの津の峯という

山があるんですよ。それが住民なんかの避難場
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所になったりして、あそこには走っていかなあ

かんでしょ。

○柳田部長 そうですね、最悪、ただ当然避難

してもその場での業務継続というのは、資機材

を持って避難するので、どこか適切な場所があ

れば、髙橋委員からもいろいろあっせんをいた

だければ、また検討していきたいと思いますの

で。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○黒木委員 関連して、きのう、高速道路の決

起大会で油津港の問題が出てきました。王子製

紙の工場長さんと港湾事務所の所長さんと、Ｂ

ＣＰ、うまくすれ違わんように話し合いましょ

うということで、今説明あった、16ページのと

ころ非常に大事なことであります。そういった

点は、検討がしっかり行われているんですか。

○柳田部長 今、県も含めて港湾局のほうで検

討を進められているというお話を聞いています

ので、またそこの話の中に我々も当然入っていっ

て、今後、検討が進むものというふうに考えて

おります。

○黒木委員 きのう、そういう話で、耐震化も

進んでいないし、そういったものを含めて、しっ

かりしたものをそれぞれ独自じゃなくて一致し

たものをつくりますという話だったものですか

ら、そういう関係でしっかりした対策をしてい

くのが必要じゃないかと思います。

○柳田部長 わかりました。また、それぞれの

機関の持ち味、長所、得意わざというのがあり

ますので、そういったものが有機的に連携でき

るような体制構築というのを今から検討してい

く必要があるというふうに考えております。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。

○重松副委員長 宮崎港の港には何トン級まで

が入港できますか。

○柳田部長 済いません、ちょっと私も具体的

な数字は把握しておりませんで、申しわけあり

ません。

○重松副委員長 油津よりはかなり大きい。

○柳田部長 ３万トン、４万トン、客船なんか

も去年も５万トンぐらいのやつがたしか入って

いるはずですから、大きな船は入れるんだと思

います。

○中野委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 いいですか。

ちょっと私から、空のほうですが、海上保安

航空基地が２カ所、これは中部と関西空港にあ

りますね。ほかは航空基地となっているんです

が、その違いは。

○柳田部長 ２カ所の正式名称は海上保安航空

基地という名称になっていると思うんですが、

その２カ所は、簡単に言えば、航空基地と、そ

れから海上保安部が合体した組織というふうに

考えていただければ結構なんです。

航空基地というのは、主として航空機を運用

しながら、管区本部とか本部と一緒になって業

務をやっていくという形になっているんですが、

そこの海上保安航空基地というのは保安部が飛

行機を持っているというイメージなんですね。

保安部の業務を直接飛行機を使いながらやって

いくという体制になっています。２カ所、今は

全国的にあって、飛行機、それから海上保安部

の船も含めて、陸・海・空、三位一体になって

海上保安業務を推進していくという組織ができ

ております。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。

ほかにないようですので、お礼を申し上げた
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いと思います。

海上保安部様におかれましては、大変お忙し

い中、丁寧な御説明をいただきまして、まこと

にありがとうございました。心から感謝申し上

げます。

委員一同、本日お聞きしましたことは、今後

の委員会活動に十分反映させていきたいと存じ

ております。

最後に、海上保安部様のますますの御健勝と

御活躍を御祈念申し上げ、大変簡単でございま

すが、お礼の言葉とさせていただきます。

本日はまことにありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時55分休憩

午前11時１分再開

○中野委員長 では、委員会を再開いたします。

座ったまま失礼いたしております。

本日は、宮崎地方気象台様においでいただき

ました。まことにありがとうございます。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、宮崎県議会大規模災害・防災対策特別

委員会の委員長の中野でございます。

当委員会は、大規模災害・防災に関する所要

の調査活動を行うことを目的としております。

今回、宮崎地方気象台様の取り組み等をお伺い

したく、意見交換をお願いさせていただきまし

た。本日はよろしくお願いいたします。

次に、委員を紹介いたします。

私の隣が宮崎市選出の重松幸次郎副委員長で

す。

皆様から向かって左側からですが、宮崎市選

出の外山三博委員です。

小林市・西諸県郡選出の宮原義久委員です。

東臼杵郡選出の黒木正一委員です。

児湯郡選出の松村悟郎委員です。

都城市選出の内村仁子委員です。

次に、右側です。北諸県郡選出の原正三委

員です。

日南市選出の髙橋透委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

同じく有岡浩一委員です。

以上で委員の紹介が終わりました。

それでは、宮崎地方気象台様、よろしくお願

いいたします。どうぞ座ったままで進めてくだ

さい。

○濵川次長 こんにちは。宮崎地方気象台次長

の濵川と申します。よろしくお願いいたします。

私ども、きょう、３名で来ましたので、ちょっ

と残りの２人を紹介させていただきます。

皆さん向かわれまして右のほうから、防災業

務課長の前屋と申します。よろしくお願いいた

します。

火山防災官の山部と申します。よろしくお願

いいたします。

議員の皆様には、私たち住民の生活、宮崎県

の生活がよくなるように、日ごろから活躍され

ていただいておりまして、感謝しております。

先ほどちょっとお伺いしましたら、この委員会、

大規模災害・防災に関する調査を行われるとい

うところで、私たちも県民が自然災害から身を

守っていただくために適時的確な防災情報を発

表しているというところで、日々、努力してい

るところですけども、そういうところをお話を

することによって、今後の皆様の委員会の参考

になればと思いまして、きょう、出向いてまい

りました。短い時間ですけども、私たちの業務

を紹介したいと思っております。

これから、宮崎地方気象台の業務と、大雨、

地震、火山等の自然災害、そして大規模災害時



-27-

平成25年７月25日（木曜日）

の情報伝達とか防災知識の普及活動、こういう

ところを私たちが行っているというところをプ

レゼン資料を使って御説明したいと思っており

ます。

皆様のお手元にも配付資料としてお配りして

おりますけども、目の前のディスプレイにも出

ておりますので、両方ごらんになりながら聞い

ていただければと思います。

済いません、皆様に配付しました資料、ちょっ

と間違っているところがありまして、お話しし

ながら訂正していきたいと思っています。

宮崎地方気象台は、明治16年の１月に宮崎県

測候所として設置されております。お手元の資

料には、申しわけありません、「宮崎県立」と書

いておりましたけども、この１月にできたとき

にはまだ内務省の地理局であったというところ

で、済いません、そこのところは訂正させてい

ただきます。

その後、明治20年に県営化されたというとこ

ろです。昭和13年には、再び国営に中央気象台

のもとに戻りまして、現在に至っているという

ところです。創立して130年、宮崎県と同じよう

な道を歩んでおりますけども、最初、設置され

たころには、ここの県庁の入り口のところに測

候所があったそうです。その後、以前、図書館

のあったところに移動しまして、明治39年には

黒迫通り、現在の清水町、そこのほうに移動し

ました。昭和28年には和知川原の気象台のほう

に移動しまして、平成12年、現在の霧島町の建

物に行っております。

各気象台、全国にありますけども、ほとんど

合同のいろんな機関の入っている庁舎に入って

おりまして、独自にこういう単独の庁舎に入っ

ているところは数少ないというところです。い

ろんな観測施設等があるというところで、広い

ところをいただいて仕事をしているということ

になります。

業務内容として書いておりますけども、気象

観測業務、気温とか、こういうものを観測する

地上気象観測、これが宮崎地方気象台、あとは

地域気象観測所としまして、皆さんよくテレビ

で見られるアメダス等、こういう観測所を県内、

地域気象観測所として13カ所。

以前、測候所、延岡、都城、油津と、測候所

が３カ所ありましたけども、これはアメダスよ

りも気圧とかを観測している少し上級という観

測所、特別地域気象観測所としてやっておりま

す。さらには、雨だけを観測している11カ所の

地域雨量観測所、この後、配置図を見ていただ

きますけども、こういう観測所で気象観測をやっ

ています。

延岡のほうには、上空の風の向きを観測しま

すウィンドプロファイラ観測、それに油津のほ

うでは潮汐観測をしているというところです。

予報業務といたしまして、天気予報、注・警

報の発表、防災・気象情報の発表等を行ってお

ります。

さらに、宮崎河川国道事務所、延岡河川国道

事務所さん、さらに宮崎県さんと共同して、指

定河川洪水予報というのを行っております。国

の河川国道事務所さんは大淀川等の洪水予報を

行っておりますけども、宮崎県さんとは清武川、

広渡川、酒谷川、こういうところの洪水予報を

当然やっているというところでございます。

さらには、土砂災害警戒情報というのを発表

しておりますけども、これは宮崎県さんと共同

してやっているという情報でございます。

さらには、地震・津波、火山業務、こういう

津波警報・注意報、噴火予報、いろんな警報等

を発表しておりますけども、こういう情報の伝
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達、さらには解説等を行っているというところ

でございます。

１ページめくっていただきますと、県内の配

置図等が書いてあります。左のほうには、ちょっ

と小さくて見えにくいと思いますけども、いろ

んな雨の観測所、さらには地震計の観測所みた

いな配置図をしておりますけども、これだけで

は観測所としては県内全部を網羅しているとい

うわけではありません。というところで、県の

いろんな雨量計とかを利用させていただいて、

観測網をめぐらしているというところです。

県の雨量計ですと、県の雨量計150カ所のデー

タを気象台にも分けていただきまして、管理し

ているというところでございます。

右のほうには、予報細分区域というのを色分

けして書いておりますけども、天気予報は県内

を４つ、南部平野部、北部平野部、南部山沿い、

北部山沿いというふうに、予報は４つに分割し

て発表しておりますけども、注意報、警報、こ

ういうものは市町村ごとの発表をしております。

以前はもう少し広い範囲で、宮崎地区とか小林、

えびの地区、都城地区というふうに、少し広い

範囲で発表しておりましたけども、防災活動と

結びつける、さらに私たちの細かく予報するそ

ういう技術もある程度できたというところで、

市町村単位で注意報、警報を発表させていただ

いているという状況でございます。

あとは次の２ページに続きますけども、気象

台の観測施設等を紹介しております。建物の上

のほうには風向風速計、日照計、日射計等を設

置しておりますし、次のページには、露場には

雨の観測、雨量計、感雨計、温度計、湿度計と

いうものを設置しているというような状況でご

ざいます。

異常気象の頻発化、全球的な気候変動という

ことで、地球温暖化等の問題への関心が高まっ

ているというところで、高品質・高精度な観測

データの提供、観測施設と良好な周辺環境の維

持というところで、国際的な責務を果たしてい

るところなんですけども、日本に17カ所、長期

的な変化傾向を見るための場所が選定されてお

ります。条件としては、都市化の影響が少ない、

観測露場の周辺の環境が特に良好だと、長期間

データがそろっているというような状況の観測

所を17カ所配置しておりますけども、宮崎県も

この１カ所に選ばれているというところでござ

います。

簡単ですけど、その下のほうに約130年間の気

温の変化を図で出しておりますけども、大体100

年当たり0.8度Ｃぐらい上昇しているというよう

な傾向が見れるというところでございます。地

球温暖化監視の拠点として、宮崎地方気象台は

重要な役割が期待されているというような状況

でございます。

では、少し気象概況的なものに入りたいと思

います。

皆さん御存じのように、宮崎県、東西約70キ

ロ、南北160キロ、200近い距離、このような地

形になっておりますけども、周りを高い山に囲

まれていると、祖母関係、九州山地、韓国、そ

して尾鈴山とか鰐塚山、こういう高い山がある

というところで、地形の影響を受けるというよ

うな環境にあるというところです。

温かい湿った空気が入ってきますと、地形的

にそこで急上昇して、雨雲を発生させるという

ところで、雨量が多くなっていくというのが次

の図でございます。

まず、左の図を見ていただくとわかりますけ

ども、色の青いところは雨量の少ないところ、

黄色とか赤くなるほど雨量の多いところです。
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東北から三陸のほうは、これは雪が冬多いとい

うところで降水量が多くなっていますけども、

太平洋側は雨だけというところで、東海、紀伊

半島、四国、そして九州の東部、宮崎県、こう

いうところが雨量が多くなっております。

右のほうに宮崎県の平年の雨量を書いており

ますけども、大体2,000ミリから4,400ミリとい

うのが平年の降水量でございまして、特に山の

周りで雨量が多くなっております。えびのとい

うのはえびの高原のほうでして、これの平年

が4,393ミリと。1993年には年間8,670ミリとい

う雨量を観測しておりまして、これが県の雨量

とか、そういうのは除きまして、気象台の施設

としては全国一の雨量であったというところ

で、1993年は各地で被害が出ておりますけども、

全国的に一番の雨量となっております。

次のページに入りますけども、地形的な影響

で雨が多くなるというところのお話をしました

けども、６月、ことしは梅雨が早く明けました

けども、梅雨前線が九州付近に停滞しますと、

南から温かく湿った空気が流れ込むというとこ

ろで、特に霧島から鰐塚山、こういうところの

南西斜面で雨量が多くなるというところで、平

成22年の７月には１時間100ミリを超すような雨

が降り続きまして、都城のほうでは土砂崩れの

災害等が発生しまして、１名の方が行方不明に

なったというような状況でございます。

また、宮崎はよく台風の影響を受けるところ

というところで、台風が近づきますと、どうし

ても東からの雨が、温かい湿った空気の流れ込

みが続くというところで、図に示していますよ

うに、神門とか、こういう九州山地の山の東側、

鰐塚山とか霧島の周辺で雨量が多くなっており

まして、平成17年の台風14号では美郷町の神門

では1,300ミリと、９月の平年の雨量が460ミリ

ですので、３倍ぐらいの雨がこの数日間で降っ

たというところです。

鰐塚山の土砂崩れ、県内各地で土砂崩れが発

生しましたけども、そういう土砂崩れ等の災害

が起こります。さらには、このとき宮崎の雨量

は600ミリぐらいと、周りの山に比べると少なく

なっておりますけども、山で降った雨が川に集

まるというところで、五ヶ瀬川、大淀川等が氾

濫したというようなことで、平成17年は大きな

被害が発生しているというような状況でござい

ます。

さらには、台風が北上してきますと竜巻が発

生するというところで、統計年によりますけど

も、全国で３番だったり４番だったりというと

ころで、1991年から2011年までは全国で３番目

の多さだったと。特に、宮崎平野等は竜巻の多

いところというところで、この例は18年の９月17

日ですけども、延岡のほうで列車が脱線したと

いうようなこともありました。

さらには、いろんな県内各地で建物が被害に

遭うというところで、台風が北上してくるとき

には竜巻にも要注意だと。以前は突風とかいう

ことで処理されていたこともありますけども、

近年、竜巻という言葉が重要になりまして、結

局、宮崎も竜巻の多いところだというところで

ございます。竜巻でしたら、ちょっと台風の前、

家の中に避難してもらうとか、簡単な行動で命

を守ることができるというようなことになりま

す。

今度は少し雨から離れまして、地震の話をし

たいと思います。

これは、2012年、１年間のちょうどこの図の

中に地震がどのくらいあるかという図でありま

す。ほとんど全ての地震を網羅しているという

ことで、8,600個ぐらいの地震が１年間でこの地
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域で発生しているということになりますけども、

この年の震度１以上の地震は69個でしたという

ことで、数日に１回は震度１の地震が発生して

いると。全国に見ると、2011年は3,000回以上の

震度１の地震があったということになります。

日本付近、特に九州付近、宮崎県は少なくない

地震活動が続いているという状況でございます。

小さい地震は、今もお話ししましたけども、

次のページに日向灘の規模の大きい地震という

ところで、マグニチュード６以上の地震を書い

ております。大体1600年以降約500年、2011年で

すから400年ちょっとで、40個ぐらいの規模の大

きい地震が発生していますというところでござ

います。

特に、地震の多かったものが、右のページに

ございます外所地震というところで、多分皆さ

ん御存じのとおり、宮崎県の沿岸部の広い範囲

で津波等が発生して、空港、運動公園付近から

大淀川の河口にかけては沈没して海となったと

いうところで、御存じのとおり、ただその後、

記念碑のあるところは島になって残ったという

ところで、記念碑を建てているというところで

ございます。

多分、皆さんの記憶というのは数年たつとだ

んだん薄れていくということで、こういう記念

碑を残して、子孫に伝えるということは非常に

重要なことかなというふうに思っております。

下のほうに地震の発生確率等を書いておりま

すけども、マグニチュード7.6を超えるようなも

のは200年に１回ぐらい発生しますと、マグニ

チュード７前後のものは20年から27年に１回発

生しているというところで、1984年にそういう

大きな地震があった後に、規模の大きい地震が

最近発生していないので、発生する可能性が高

くなっているというところでございます。

あとは、巨大地震、津波というところでも、

皆さん御存じのとおり、南海トラフの巨大地震

ではこのような想定、宮崎市内でも震度７が想

定されているというようなところで、こういう

大きな巨大地震に関しても準備が必要というと

ころでございます。

東北地方太平洋地震では、甚大な津波被害が

発生したというところで、私たちの津波注意報

・警報、いろいろ課題が発生しまして、改善を

する必要があるというところで検討いたしまし

て、平成25年の３月７日からは、それまで８段

階ありました津波の予報を５段階に変えて、わ

かりやすく情報として発表できるように運用を

開始したと。

また、マグニチュード８を超すような大きな

地震に対しては、すぐには津波の高さ等の情報

が発表できないというところで、危険を伝える

ということで、巨大、高いというような方向で

情報を発表するようになったというところでご

ざいます。

次に、緊急地震速報を１枚載せておりますけ

ども、いつもはこういうお話をするときには緊

急地震速報の訓練をやるんですけども、東北地

方、関東地方、こういうところでは緊急地震速

報の放送等が皆さん経験されているんですけど

も、宮崎県ではまだ一度も発表されたことがな

いというところで、発表されたときの対処法等

がなかなか御理解できていないというところで

訓練をいたします。緊急地震速報を見聞きされ

たら、まず自分の身の安全を守るということが

大事だということを訓練をやって、いつもやっ

ておりますというところの御紹介でございます。

次に、火山関係というところで、新燃岳の火

山の状況を2011年の１月26日からの概要を書い

ております。最近、2011年の９月８日以降の噴
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火はなくて、今現在はマグマの膨張もとまった

というところでございますけども、火口の中に

はまだまだ多量の溶岩が残っております。水蒸

気爆発等の警戒は必要だというところで、噴火

レベル３、警戒範囲２キロという噴火警報レベ

ル３を継続していると、警戒を呼びかけている

というところでございます。

次に、さまざまな防災情報の伝達というとこ

ろで、私たちの情報は防災機関や住民の皆様に

使ってもらってこそ意味があります。というこ

とで、いろんな方法を使いまして、情報を皆さ

んの手元に伝えているというところの御説明を

これからしていきたいと思います。

まず、自治体を経由した伝達方法というとこ

ろで、私たちが発表する情報は、自治体、県庁、

都道府県を通じまして市町村へ流れていきます。

そのほかに、Ｊアラート、さらには防災情報提

供システムというようないろんな方法を使いま

して、市町村に伝達すると。そこからは、防災

行政無線、無線機、広報車、こういうものを利

用しまして、住民の皆様に伝わっているという

ところでございます。

さらには、テレビ、ラジオ、こういうコミュ

ニティＦＭ等を使いまして伝達する方法等もあ

ります。特に重要な情報は、テレビ等ではテロッ

プや速報として警告音を鳴らしたりしまして、

お伝えするということになります。

さらには、緊急メール報とか、自治体から発

表していますそういうメール報、こういう携帯

を利用しました情報を使いまして、住民の皆さ

んにも情報を届けているということでございま

す。自治体からの情報も、最近はふえていると

いうことでございます。

次には、携帯電話からいろいろ皆様も情報が

見れますということで、１ページ、御紹介させ

ていただいております。

次のページにまとめましたけども、気象庁か

らの情報は、いろんなルートを使いまして、市

町村、関係団体、一般住民の方、そういうとこ

ろに伝えるというのをまとめて書いております

けども、通信手段が切れましても、必要なとこ

ろには私たち防災無線とか行政無線、衛星電話

等を使ってお伝えすると。さらには、場合によっ

ては、県庁とかＮＨＫさんというような重要な

ところには、手交、手渡し、私たちがつくった

ものを持っていくというような訓練も日ごろし

ているところでございます。

さらに、気象台が作業ができなくなったとい

うときには、バックアップという形で、鹿児島

地方気象台、気象庁のほうで、宮崎地方気象台

のかわりに防災気象情報を発表するということ

で、そういう訓練も日ごろしております。

いかに皆様の手元に気象情報を伝えることは

大事なことになりますので、欠かすことがない

ように努力しているということでございます。

また、日ごろからいろんな災害時等を含めて、

県、市町村と連携しながら作業しているという

ところで、大雨のときには防災気象情報の発表

をしますけども、ホットラインによって県の方

と市の方と直接悪い状況等を御説明したりしま

す。さらには、台風説明会とか、そういう説明

会を気象台で開きまして、皆様に状況を説明い

たします。

さらに、そういう規模が大きな災害等が発生

しますと、災害警戒本部等が県のほうで設置さ

れますと、そういうところに出向いていって解

説をするというような業務もやっております。

新燃岳が噴火したときには、土石流対策という

ところで、大雨が予想されたときに高原町と都

城市のほうには１晩泊まらせていただいて、本
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部のほうで雨の状況等の解説をしたというよう

なこともございます。

平常時も災害後もいろいろ情報の共有が必要

だというところで、日ごろからの勉強会とかそ

ういう啓発、さらには災害が発生した後も災害

復旧のための支援の資料を送ったりするという

ところで、都道府県、市町村と協力しながら、

連携しながら業務を進めているという状況です。

さらには、そういう防災気象の知識普及をす

る必要があるというところで、防災気象情報連

絡会、これは市町村の防災担当者、そういう方

に解説をする会議ですし、さらに報道機関の懇

談会というような形で、日ごろから情報共有、

意見交換をして、普及啓発と意見交換を行って

います。

講演会とか講習会等へも職員を派遣して、い

ろいろやっているというところで、自治体主催

の防災会議、講演会、自主防災組織対象の講習

会等にも行っていますし、県が主催されており

ます防災士養成講座、こういうところでも気象

台からの講師を派遣しているというところで、

私、先日、宮崎市のほうでしたけども、災害時

の防災ボランティアコーディネーター養成講座

というのがあって話をしてきましたけども、そ

ういうところに行って話をすると。

あとは、自治体主催の防災訓練とか、そうい

うところには企画段階から参画いたしまして、

いろんな防災気象情報の提供とかシナリオ等作

成助言等を行っているということでございます。

ほかには、テレビ、ラジオ等、そういったと

ころにも定期的な出演をしているというような

こともやっております。

次に、特別警報の話をしたいと思います。

実は、皆さん、パンフレットも多分あると思

いますけども、東日本大震災で大津波警報を発

表したんですけども、住民の皆さんの迅速な避

難にはつながらなかった例もあったと。さらに

は、平成23年の台風12号の大雨災害等において

は、警報は発表したんですけども、より重大な

災害の警戒を呼びかけたんですけども、さらに

被害発生時の非常に著しく危険性が高いという

ところを有効に伝える手段がなかったというと

ころで、市町村による適時的確な避難勧告指示

の発令とか、住民の皆さんの迅速な避難行動に

も必ず結びつかなかったというところで、直ち

に防災対応をとるべき状況であるというのがわ

かる、危険性を明確に示した情報の提供が望ま

れたというようなところで、私たちは防災対策

動向を対応するために、災害から多くの生命を

守るため、重大な災害が起こるおそれが著しく

大きい旨を警告する特別警報というものを創設

いたしまして、これは５月の通常国会で決まり

まして、ことしの８月30日から運用するという

ところでございます。

左のほうに図が書いておりますけども、赤い

ところが警報の事例です。警報を発表いたしま

して、通常は赤い線のところで雨が大体終了す

るんですけども、こういう数十年に一度の事例

ですと、さらにその後、雨が続くというところ

で、私たちの情報が何も出せないというところ

で、特別警報というものをつくりまして、発表

いたしますということでございます。

基準に対しては、今、どのぐらいにするかと

いうところは、地方自治体、県の方、市町村の

方と今検討中というところで、決まり次第、ホ

ームページ等で発表すると、載せるということ

で、皆さんの目には見れることになると思いま

す。

特別警報が発表されましたら、これは今まで

経験したことのない激しい豪雨や暴風雨になっ
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ているということですので、直ちに命を守って

いただく行動をとってもらう必要がありますと

いうところです。

周囲の状況とか、市町村から発表される避難

勧告等の情報に留意していただいて、避難場所

に避難していただくか、多分こういうときには

そういう避難することもできないような状況に

なっているということもありますので、そうい

う場合は自分の家の安全な場所、例えば裏のほ

うに崖があるんでしたら、その反対側のほうに

避難するとか、１階にいらっしゃれば２階に避

難するとか、そういう行動をとるということも

必要になるのかなというふうに思っております。

これは、大雨だけではなくて、地震、津波、

火山の噴火についても危険が非常に高いものに

対しては特別警報を発表するというところで、

これについても今基準等を検討しているという

ところで、おおむね右のほうのページに書いて

おりますけども、大津波警報とか震度６弱以上

とか、噴火警報、居住地に影響あるレベル４以

上とか、こういうところを特別警報に当てはめ

ていくというところを検討しているというとこ

ろでございます。

発表されるまでの大雨の場合のイメージをこ

こに書いておりますけども、大雨とかが起こる

１日程度前になりますと、府県情報というもの

を発表しております。その後、そういう現象が

起こる12時間から数時間前になりますと、大雨

注意報、大雨警報等を発表しているということ

になります。

今回、ちょっと注意報、警報の種類について

は御説明いたしませんでしたけども、大雨の事

例ですと、大雨警報の中に土砂災害に影響のあ

る注・警報、浸水に影響のある注・警報という

２つの種類の大雨警報を発表しております。さ

らに、土砂災害の危険が高まってきました場合

には、土砂災害警戒情報というものを、最初に

お話ししましたけども、県と一緒に共同で発表

しているということになります。

大体このあたりで避難開始が始まると思いま

すけども、さらに重大な災害の危険性がさらに

非常に高まった場合には、この時点で大雨特別

警報を発表するということになります。こうい

う情報は、先ほどお話ししましたように、行政

機関とかさまざまなメディアを通じて、住民の

皆さん等には伝えられていくということになり

ます。

情報の伝達の流れを簡単に下のほうに書いて

おりますけども、若干今までと変わったところ

がございまして、今まで都道府県から市町村へ

の情報伝達は努力義務というところで、必ず伝

えろというふうには言っていなかったんですけ

ども、特別警報に関しましては都道府県から市

町村へは伝えないといけない義務というところ

で、法律のほうで決めております。

さらには、市町村から住民等へは周知の措置、

例えば、今まで話していますように、防災無線、

広報車、こういうあらゆる手段を使って、情報

を伝えるための措置をとりなさいということを

義務化したというところで、この警報は先ほど

もお話ししましたように、８月の30日の０時か

ら運用を開始するということになります。

今後、いろんな場をおかりしまして、防災関

係の皆さん、住民の皆さんには説明していって、

特別警報をより皆さんに周知していくというこ

とを心がけております。さらには、特別警報が

どのようなときに発表されるのかを、関係機関、

住民の方々と共通の認識を持って、今後、そう

いう防災対応の判断に有効に活用していただい

たらと考えております。
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というところで、ちょっと時間が30分をオー

バーしてしまいましたけども、気象台の業務概

要と気象情報の皆様への伝達、特別警報につい

て、簡単に御説明させていただきました。

○中野委員長 御説明が終わりました。

意見交換をさせていただきたいと思います。

御意見、御質問があれば、出していただきたい

と思います。

○宮原委員 これに直接関係することではない

んですけど、このごろ天気予報を見ると、ずっ

と雨という予報が出ていて、次の日になると全

部晴れに変わっちゃったりしておりますよね。

気象情報の予測を立てるのが今難しくなってい

るのかなとも考えるんですけど、そのあたりは

どうなんでしょうか。

○濵川次長 天気予報は私たちも発表しており

ますけども、いろんな民間の気象会社の方も現

在発表しております。テレビ局で、それはどれ

をお使いになるかは御自由でございまして、気

象台の天気予報を利用されているところもあり

ますし、ウエザーニュースとか日本気象協会と

か、民間の気象会社が発表されている天気予報

を使われているところもあります。

だから、それぞれちょっとずつ違うところも

あるとは思いますし、特に夏とか秋とか、周期

的に天気が変わるときはよろしいんですけども、

前線が停滞する梅雨時期、こういうときには高

気圧の弱まり、強まりで、前線がどこにあるか

ということは周期的にちょっと長いスパンで変

化することがございますので、これまでは九州

付近に停滞するというようなときであれば雨の

予報が続きますけども、若干それが少し強まり

ますと、少しそういう雨がなくなったりすると

いうこともございますので、新しい情報を使っ

ていただければよろしいと思っております。

○宮原委員 テレビのチャンネルはたくさんな

いんですけど、チャンネルごとに天気予報が全

然違ったりするものだから、どれを見て正解を

探したらいいのかなというふうな思いがあった

ものですから、済いませんでした。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○髙橋委員 特別警報が始まるということで、

よくわかりましたが、この警報の段階、何ぼか

あると思うんですけども、注意報はよく聞きま

すけど、いろいろあるんですよね。特別警報が

初めて設けられて、８月30日から効力を発する

わけでしょうけども、何かそんなのがどこかに

載っていますかね、きょうもらえた資料に。

○濵川次長 多分リーフレットを１部お送りし

ています。特別警報が始まりますという、それ

ですね。それが、今、皆さんに御紹介している

やつなんですけども、最後のページに、今の前

のほうにも書いてありますけども、ランク的に

は、注意報がありまして、その上に警報があり

まして、そのさらに上に特別警報というところ

になります。大雨、暴風、それぞれありますけ

ども、地震、津波、火山についてもございます。

例えば、警報ですと、１時間８０ミリを降り

ますと、警報になりますという基準を決めてお

りますけども、特別警報に関しましても、それ

ぞれ大雨の場合は、台風の場合、暴風はという

ような基準を今検討しているというところでご

ざいます。

○髙橋委員 わかりました。今までは２段階し

かなかったんですね、注意報と警報。

○濵川次長 そのとおりでございます。注意報、

警報しかありませんでしたけども、警報を出し

ても、さらに広域な大雨が続く場合等に、私た

ちはそういう情報を出すすべがなかったという

ところで、特別警報を発表するということになっ
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たというところでございます。

○髙橋委員 わかりました。ちょっと話は変わ

りますけど、東日本でゲリラ豪雨が結構今はあっ

ているじゃないですか。ゲリラ豪雨というのは、

先ほどの予測じゃないですけど、いわゆるあれ

も突発に来るから、前もってわかっていれば、

それの対策がとれると思うんですね。そういう

のはどうなんですか。予報というのができるだ

け早く住民に国民に伝えられるものかどうか。

○濵川次長 ゲリラ豪雨という言葉を私たちは

使っていないんですけども、短時間に降る雨の

ことなんですけども、台風とか長雨とか、そう

いうものに対しては、ある程度近づいてくる低

気圧による大雨とか、予測ができるものに対し

ては、先ほどもお話ししましたように、１日前

ぐらいから情報等を発表して対応しているとこ

ろなんですけども、そういう局地的な大雨、先

ほどちょっと都城の例をお示ししましたけども、

そういうものは雨が降るということはある程度

予測はできるんですけども、それが40ミリ、50

ミリを予測しておりましても、100ミリぐらいの

短時間大雨になりましたり、場合によってはそ

こで停滞するというようなこともございます。

そういうところに対しての予測はなかなか難し

いところかなというふうに思っております。

できるだけ早く状況等を把握して、注意報、

警報等を発表するというところを努力している

ところでございますけども、そういう局地的な

現象はなかなか予測が難しいということになり

ます。

○髙橋委員 予測が難しいということでわかり

ましたが、いわゆる一昔前と比べて、発生しや

すくなった環境に今日本というのはなっている

んでしょうかね。

○濵川次長 統計的なものについてはちょっと

資料等を準備しておりませんけども、短時間の

そういう大雨というのは全国的には多くなって

きているという傾向は資料的にあります。ただ、

宮崎県だけ見ますと、特に多くなったと、過去

と比べて多くなったかどうかというところは、

大きな変化は余りないというふうに思っており

ます。

台風とか、そういうときに回数がそういう大

雨が多くなってくるということで、台風が接近

するようなときにはそういう短時間の大雨等も

多くなりますけども、普通は少ないというよう

な状況で、特に長期的にふえてきているという

ようなところは宮崎県に関しては見受けられな

いというところでございますけども、全国的に

見ますと、多くなってきているところがふえて

いるという状況だと思っております。

○井上委員 関連して、いいですか。テレビ報

道とかでは、最高と最低の気温の７度差以上あ

り、そして温度が30度以上あったりすると、可

能性としてはゲリラ豪雨になる可能性が高いと

いうことで聞くと、大体予想のあれを見ると、

きょう起こってもおかしくないみたいな感じで

見てしまうんですけど、あれって余り正しいこ

とではないというふうに理解していいんですか。

○濵川次長 気温が温暖化で高くなるというこ

とは、気温が高いということは空気中に含まれ

る水分量も多くなってくるというところで、あ

る程度気温が高くなると大雨が降るというよう

なところもあるというふうに思っておりますけ

ども、具体的に宮崎県に関しては、そういう統

計的な数値を見ましても今のところふえてきて

いるというようなところはないのかなというふ

うに、日数的なものは今のところ余り見られな

いということでございます。

ただ、関東とか、ちょっと北のほうの統計を
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見ますと、ふえているということは統計的にふ

えてきております。

○井上委員 それと、非常に感覚的なものなん

ですけど、感覚的に西米良はあんなに温度が高

いというのは、ちょっと全国の報道の中でもトッ

プに行く、いつも報道されているんですけど、

感覚的に言ったらあそこは涼しいところだみた

いな感覚で私たちはいたわけですけど、あそこ

があれだけ温度が高くなるというのには何か特

別な理由というのがあるんですか。

○濵川次長 私たちも、山の中というのは涼し

いということで、日ごろから思っております。

私も、先日、ちょっと東郷から南郷のほうに遊

びに行ったんですけども、涼しいだろうなと思っ

て行ったんですけども、ちょっと暑かったんで

すけども、西米良は高い気温が続いております。

一時期は西米良が県内でも高い、１位だったん

ですけども、ここ数日は少し形が変わってきた

というところで、宮崎市とか高鍋とか、こうい

うところの気温が高くなっております。

これは、海からの風が夏は、特に高気圧に覆

われると、海からの風が入ってくるというとこ

ろで、海からの風が入りやすい沿岸部は気温が

上がりにくいということになります。

例えば、おととい、宮崎空港で38.5度という

気温を観測したんですけども、これ西風でした。

３時ごろでした。これが東風に変わりました

ら、31.5度まで下がったというところで、海か

らの風が入りますと、気温はどうしても32度ぐ

らい、一、二度というところで安定していると

いうことで、海陸風、海風、陸風といいますけ

ども、こういう海からの風が入りますと、気温

は安定して32度ぐらいまで、普通の夏になるん

ですけども、その風が届かない、海風が届かな

いというところがございます。

小林市とか、こういうところには割と海風と

いうのが入りやすいんですけども、西米良とい

うところには途中大きな山がありまして、なか

なかその風が届かないと。盆地、特にそういう

狭いところでの西米良という地域は、温められ

ますと、その空気が逃げるところがないという

ところで、曇らない、雨が降らない、こういう

状況が続きますと、気温は上がります。

ただ、夜はまた気温が下がって、宮崎の25度

ぐらいのときでも西米良では20度ぐらいで涼し

い夜だというところで、どうしてもそういう風

の届かない西米良では、雨が降らないこういう

夏場はどうしても気温が上がりやすいというと

ころで、多分行かれたら、涼しい木陰とかはあ

るんですけども、観測しているような場所では

毎日毎日気温が高くなっていくというようなこ

とで、多分今、関東のほうで雨が降ったりして、

ちょっと夏が梅雨に戻っているんですけども、

向こうのほうが気温がそういうところで上がら

ないものですから、向こうで上がると38度、40

度とか、高い気温になるので余り目立たないん

ですけども、どうしても今は夏が西日本になっ

ているというところで、宮崎県の気温が高くなっ

ているというようなところが全国的に御紹介さ

れていると思っています。地形的な影響だとい

うふうに思っております。

○井上委員 最後に、一番自主防災組織とかを

含めてですけど、自主避難の関係とかで、地域

で今いろんな避難訓練とかをやるんですけど、

そのときにちょっと気になるのが津波について

の観測のことなんですけど、気象庁というのは

大体津波についての観測は、これによると、海

底津波計とＧＰＳ波浪計というのが設置されて

いて、そしてそれで大体津波の予測とかをする

というふうになっているわけですけど、宮崎の
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場合、南海トラフのあれやらを考えたときに、

それってどのぐらい宮崎の日向灘沖のところに

こういうものが設置されているものなんですか。

○濵川次長 津波のそういう観測する施設で津

波予報を出しているのではなくて、地震が発生

しますと、その地震の規模等を掲載いたしまし

て、津波警報等を発表するというところで、地

震の発生、およそ２分半から３分ぐらいの間に

は津波注意報、警報を発表しているというとこ

ろでございます。

その後、津波が近づいてきたというときには、

発生したというときには観測所で観測したデー

タを発表しておりますけども、東北地方のほう

ではそういう情報を早く仕入れるというところ

で、沿岸の波浪計、津波計等を設置していると

いう状況ですけども、今のところ日向灘のほう

にはそういう施設はないというところでござい

ます。今後の対応が必要かなというふうに思っ

ています。

○井上委員 今後の対応というのは、今後、対

応される予定なんですか。ちょっと一番心配な

のは、地震が起こったというのは気象庁といっ

たらすぐわかるんでしょうけれども、私たちと

いうのは起こって津波が来よるときじゃないと

連絡は来ないからわからないものだから、何分

かの差によって助かったり助からなかったりと

いうことも考えられるので、それでいち早く情

報を気象庁はある程度私たちに教えてほしいと

いうのが一番あるわけですけど、だからこうい

うものというのは設置をするべきものだという

ふうに思うので、具体的に設置がされるものな

のかどうか、そこがちょっと心配なんです。

○濵川次長 ちょっと私たちのところでは、設

置計画等は把握していないということで、申し

わけないんですけども、把握しておりません。

今、情報をいち早く地震について、津波につ

いてお知りになりたいということですので、基

本的には緊急地震速報、こういうもので地震等

の発生等を報知しております。とにかくそうい

う大きな揺れを海岸付近で感じた、こういうと

きには津波注意報、警報を、お話ししましたけ

ども、２分半から３分どうしてもかかると。

震源、沖合で発生しました場合には、そうい

う警報等をお聞きになれば、まだ避難の時間に

ある程度余裕があるんですけども、日向灘での

地震等では津波の到達はまだ早くなりますので、

そういうところで大きな揺れを感じたら、とに

かく海岸付近の方は、ハザードマップ等がいろ

いろつくられておりますけども、ここはこうい

う今まで浸水したというような記録のあるよう

なところは特に、揺れたらまず身の安全を守っ

て、揺れる間は自分の身の安全を守ると。それ

で、揺れがおさまったら、逃げていただくとい

うことが大事かなと思っております。

情報もいろいろな方法を使って、海岸付近で

すと、防災無線、スピーカーとかを使って流れ

るような体制は多分宮崎県のほうもとっており

ますので、情報等が流れるということにはなり

ますけども、揺れたら逃げるということがまず

大事かなというふうに思います。

○有岡委員 火山の防災の件でお尋ねしたいと

思うんですけども、新燃岳の経験から、今回の

特別警報を出すのが噴火警戒レベル４以上とい

うことで書いてあるので具体的にわかるんです

けれども、実際に避難すれば土石流とかからは

逃れられると思うんですが、ただ小さな噴石に

ついては風によってかなり範囲が変わってきま

して、避難場所が特定しにくいなと思っている

んですが、そこら辺の風の動きによる小さな噴

石が20キロとか30キロとか、いろんなことを想
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定しないといけないというふうに思うんですが、

その点はいかがでしょうか、対策として。

○濵川次長 特別警報というものには、それは

当てはまらない事例にはなるんですけども、降

灰というものはかなり遠くまで飛んで影響を及

ぼすと。新燃岳も小林付近まで小さなものが飛

びまして、ガラス窓が割れたりした事例がござ

います。

ということで、噴火のものは飛ぶ距離は爆発

だけでは警戒範囲ということになりますけども、

そういう小さいものは風向きによって飛ぶ範囲

が変わってきます。ということで、私たちは、

新燃岳上空の風、こういうものをホームページ

等で発表いたしましたり、テレビ、新聞、ラジ

オ等でも公開されておりますので、そういう爆

発が起こりましたら、どちらの方向に飛ぶんだ

ということを、日ごろから私たちが、先ほどお

話ししていますように、そういう情報が出てい

ますということを皆様にお知らせする活動を強

めて、そういう噴火の情報が入ったら、皆さん

そういう情報を見て、自分のほうに火山灰が飛

んでくるんだというようなことをある程度御理

解していただきまして、部屋の中にちょっと入っ

ていただくとか、それで十分対応は可能だとい

うふうに思っておりますので、そういう情報を

利用していただいて、対応をとっていただけれ

ばいいのかなと思っております。

現在も、今、桜島が少し活動が活発というと

ころで、余り皆さんお気づきにならないかと思

いますけども、南西の風が吹きますと、宮崎市

内にも小さな降灰が飛んできて、朝起きたら車

が汚れているとかいうようなことがございます。

こういうものを降灰予報というものを発表して

おりまして、大きな噴火が起こった場合には降

灰がどちらのほうに飛んでいきますという６時

間後までの予想を発表しておりますので、新燃

岳でもそういう大きな噴火が起こりましたとき

はまた発表いたします。

ですから、降灰情報等を見ていただきまして、

今後、数時間後にはどのあたりに降るというこ

とを見ていただければ、皆さんの防災活動に役

立つのかなというふうに思います。

○有岡委員 よろしくお願いします。

○外山委員 宮崎地方気象台が実施する観測の

国際的な意義というページがあるんですが、こ

この宮崎の年平均気温の偏差の経年変化という

グラフがありますが、これは1890年から2010年

の差が1.5度上がってきたというふうに読めばい

いんですかね。このグラフの読み方はどういう

ことなんですか。

○濵川次長 大体100年で0.8度ぐらいになると

思います。

○外山委員 このグラフはどんな読み方をした

らいいんですか。

○濵川次長 済いません、失礼いたしました。

青いところが毎年の変化を、暖かかったり寒かっ

たりするのがありますけども、あらわしており

ますけども、それを平均したものが赤い線にな

ります。こういう形でだんだん気温が上昇して

きているということで、1800年ごろに比べると、

先ほど0.8と申しましたけど、1.8度です、申し

わけございません。100年で約１度上がっている

ということですので、130年ですので1.3度ぐら

い上がっているという傾向をあらわしたグラフ

でございます。

○外山委員 100年で1.3、この傾向は今の流れ

では続いていくというふうに考えるべきなんで

すか。

○濵川次長 それは、これから温暖化が進んで

いるという、これは特に影響の少ない宮崎でこ
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れぐらいということで、都市化の進んだところ

ではまだ１度ではありません。２度とかいうと

ころがございます。こういうものは、今のまま

続いていきますと、100年後にはこのくらいにな

るというような予測は出ておりますけども、そ

れは今から私たちがどのような対策をとるかと

いうところでかなり変わってくるというふうに

なるかと思っております。

ですから、何も対策をとらなければ、同じよ

うな生活を続ければ、このままどんどん気温が

上がっていくということになりますけども、特

に皆さん温暖化の対策が必要だというところで、

いろんな対策をとるということによりまして、

その上がり方は変わってくるというふうに思っ

ております。

○外山委員 ですから、温度の上がり方をこの

まま放置していって、ずっと上がっていくと、100

年後ぐらいは３度４度上がっていく可能性があ

る。そうなると、下手な地震とか津波の災害よ

りも、温度が上がってくることの人間に与える

負荷、非常なものがあると思うんですよ。

国は、こういう流れをもう少しはっきり方向

を示して、対策をどうするかともうちょっとや

るべきだと思うんですが、国はこういう数字は

公表しませんよね、今のところ。

○濵川次長 全て公表されております。いろん

な白書みたいなものが発表されておりまして、

これだけの変化があると、今後、このままいく

と何度ぐらい上がるというものは常に公表され

ていると思いますし、それの対策を今それぞれ

の機関でとられているというふうに私は認識し

ておりますけども。

○外山委員 わかりました。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。副委員長は。

○重松副委員長 ないです。

○中野委員長 それなら、私がちょっと一言。

昨年の地震の回数が、震度１が69回という表

がありますよね。ここに白丸、赤丸があるんで

すが、これは震源地を指したところだと思うん

ですが、地震が発生しますよね。発生すれば、

必ず揺れた秒をかけて、二、三分のうちに発表

されて、震源地は宮崎県南部山沿いとか言いま

すよね、必ず発表は。

実際の県は小林じゃ、えびのじゃ、高原じゃ

というわかるようなところに震源地のこれが

振ってあるけど、具体的にそのときに、これは

宮崎県の小林市の南側だとか、都城の中心あた

りだとか、そういう発表はされないわけですか

ね。大ざっぱに西北諸全域ですよね、震源地は

宮崎県南部山沿いという言い方はですよ。

○濵川次長 こういうデータというのは、後で

いろいろ資料を検討して決定しますので、細か

くどこどこというふうに答えが出ますけども、

地震速報というのはある程度データがそろった

時点で判断しないといけないというところで、

余り細かくは計算できませんので、おおむねこ

のあたりということで発表させてもらっており

ます。

○中野委員長 しかし、余り広過ぎて、ただ震

度は小林市が震度１、宮崎震度２とかいう発表

はありますよね。だから、強かったところが小

林だから、小林のどこかが中心だったのかなと

いう気はしますよね。宮崎県南部山沿いという

広い地域の区分けの仕方、これは気象台の天気

予報の発表が南部と北部で山沿い、平野部、４

つに分かれていますよね。それを細かくすれば、

もっと細かく今度は発表できるということには

ならんわけですか。

○濵川次長 天気予報にしてもそうなんですけ



-40-

平成25年７月25日（木曜日）

ども、細かくすれば幾らでも予報を出すことは

できます。ただ、それだけ、今まで４カ所でし

たけども、それをさらに４つずつ分けると16カ

所になるんですが、そういう細かな予報をする

ことは、今の気象庁のパワーではなかなか難し

いのかなと。

私たち、どちらかというと防災気象情報を重

点的に発表しておりまして、天気予報というの

も発表しておるんですけども、細かいところに

ついては民間の気象会社の方々がそれぞれポイ

ント、宮崎市、日南市、そういう細かな天気予

報はまたされておりますし、いろんなパワーを

考えて、この分割で今予報しているという状況

でございます。

○中野委員長 それから、それに関連ですが、

宮崎県は北部と南部で山沿いと平野部の分け方

で、意外と表を見れば、南部山沿いとはここあ

たりかなとか、北部山沿いとはこうして見れば

わかるんだけど、ぽっと予報を聞いただけでは

境がどこかなという気がしてならんとですよね。

しかし、熊本とか鹿児島は、大隅地方とか薩

摩地方とか、球磨地方、阿蘇地方とか、芦北地

方とか、そういう昔の地名というか、郡単位の

地名で予報は出されますが、宮崎県も何か諸県

地方とか児湯地方とか、そういう言い方のほう

が僕はいいような気がするんだけど、ああいう

決め方というのはどこが決めたんですかね。

○濵川次長 そういうのではわかりにくいとい

うことで、注意報、警報というのは市町村単位

で発表するようになったというのはそういう経

過があるわけですね。自分の市町村名で発表す

れば、自分のところはすぐわかりますので、注

・警報に関してはそんなふうに防災対策がしや

すいように市町村単位で発表し始めましたとい

うところでございますけども、分割の地区名に

対しては気象庁独自で決めたわけではございま

せんで、いろんな機関、県の機関、報道関係の

機関、いろんなところでなかなかまとめるのが

難しい、皆さんが共通の地名で発表するのは難

しくて、私たちが決めたわけじゃない、これは

過去からずっと伝わってきているんですけども、

できるだけ皆さんにわかりやすいように、いろ

んな機関の方と検討して決めたということで、

場合によってはまた今の考え方に来ると、違っ

た呼び名もできるのかなと思いますけども、経

過的にはそういうふうに皆さんで検討してきた

結果が今のこれであるというところでございま

す。

○中野委員長 気象庁が決めたわけじゃなかっ

たんですね。

○濵川次長 うちだけではありません。いろん

な機関と御検討させてもらっています。独自に

決めると、なかなかそういう情報は伝わらない

ので、ですからいろんな機会を使いまして、そ

ういう分割されている、皆さんの地区はどうい

うところに当たるのだというのは、いかに啓蒙

活動を進めていくかというところになると思い

ます。

○中野委員長 熊本、鹿児島のほうが何か聞い

ておってわかりやすいですが、宮崎県人であり

ながら。大分県も、大分県南部、北部とかなん

とかと言いますよね。どこが南部で北部か、我

々は聞いておってわかりませんが、だから宮崎

県も県内にいながらわからんとですよね。何か

決めるときに、県の機関も含めていたかどうか

知らんけど、昔の児湯とか諸県とか臼杵とか、

ああいう地名のあり方のほうがいいような気が

するなとは思うんですが、参考にしてください。

あとはありませんか。ないですか。

では、ないようですので、一言お礼を申し上
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げたいと思います。

宮崎地方気象台様におかれましては、大変お

忙しい中、丁寧な御説明をいただきありがとう

ございました。心より御礼を申し上げます。

委員一同、本日お聞きしましたことは、今後

の委員会活動に十分反映させていきたいと存じ

ております。

最後に、宮崎地方気象台様のますますの御健

勝と御活躍、御祈念を申し上げ、大変簡単であ

りますが、お礼の言葉とさせていただきます。

まことにありがとうございました。

１時再開ということで、暫時休憩いたします。

午後０時９分休憩

午後１時４分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

警察本部においでいただきました。

私は、当委員会の中野です。紹介は省略いた

しますが、ごらんのメンバー11名が我々のメン

バーです。

当委員会の担う課題を解決するために、努力

してまいりたいと思いますので、御協力をよろ

しくお願いいたします。

執行部の皆さんの紹介につきましては、配置

図をいただいておりますので、省略をいたしま

す。

では、概要説明をお願いいたします。

○山内警備部長 こんにちは。警察本部の警備

部長の山内でございます。よろしくお願いしま

す。

委員の皆様方には、平素から警察行政の各般

にわたりまして、深い御理解と御協力を賜って

おりますことに対しまして、この席をおかりい

たしまして、改めてお礼を申し上げます。

委員長からお許しがございましたので、執行

部の紹介は割愛させていただきます。

また、本来、本日、会計課長が出席すべきと

ころでございましたけれども、本日、監査委員

監査に対応しておりますので、本日は会計課長

の代理として会計課の予算担当の課長補佐を出

席させております。御理解をいただきたいと思

います。

さて、平成23年３月11日の東日本大震災以降、

本県警察におきましても業務継続計画の策定、

災害警備本部の体制の拡充、大規模災害、初動

対応訓練の実施等々、災害に係る危機管理体制

の再構築を進めてまいりました。

本日は、大規模自然災害発生時における警備

体制及び警察活動等について、その概要を御説

明申し上げます。

災害対策官から説明させますので、よろしく

お願いいたします。

以上であります。

○中野委員長 みんな座って、どうぞ説明して

ください。我々も座っていますので、気の毒で

たまりません。

○服部災害対策官 警察本部警備二課の災害対

策官の服部です。よろしくお願いいたします。

それでは、座ったままで説明させていただき

ます。

まず、警察は、事件、事故に限らず、災害が

発生した場合におきましても、警察法２条に規

定されております警察の責務、すなわち県民、

国民の生命、身体等を守るため、災害警備活動

を展開しております。

それでは、資料に基づきまして、説明させて

いただきます。資料の１ページをごらんくださ

い。

まず第１は、大規模自然災害発生時における

警備体制であります。
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災害に対する県警察の対応としては、災害の

規模に応じまして、警戒体制、非常体制、緊急

体制の３つの体制に分かれております。

大雨洪水警報等が発令された場合には警戒体

制をとり、警察本部、警察署とも警備連絡室を

設置し、情報収集等を行います。次に、県内で

相当な災害が発生するおそれがあるときは非常

体制をとり、警察本部、警察署とも乙号警備本

部体制に移行し、部隊編成を行い、災害に対応

することになります。さらに、甚大な被害が発

生するおそれがある場合は緊急体制をとり、甲

号警備本部を立ち上げ、県警察を挙げて対応す

ることになります。

このように段階的に体制を拡大していきます

が、東日本大震災、あるいは今後予想される南

海トラフ巨大地震等に対しましては、当然、県

警察といたしましては直ちに最大規模の体制、

緊急体制をとりまして、警察本部は拡大甲号警

備本部を設置し、警察本部長以下137名体制で対

応することになります。

これまで、警察本部の最大規模の警備本部体

制は、甲号警備本部、本部長以下75名体制でご

ざいましたけども、東日本大震災では甚大な被

害情報の収集、あるいは他府県警察からの応援

部隊の受け入れなど、膨大な業務となりました。

その教訓を受けまして、本県警察では膨大な業

務に対応するため、昨年10月に警備本部体制を

大幅に拡充したところであります。

このように、災害が発生した場合には、警察

本部と警察署が連携して、情報収集・集約し、

発生直後に的確な災害警備活動を実施するため

にも、いち早く警備本部を立ち上げることとし

ております。

次に、災害警備部隊についてであります。

警察では、災害や事件・事故に迅速に対応す

るため、体力のある若手や中堅の警察官で編成

された第２機動隊を各所に設置しております。

基本的に、警察署管内で発生した災害につきま

しては第２機動隊で対応することになりますが、

署員が少ない小中規模署では採用できない場合

も想定されます。

このような場合を想定して、県警察では、直

ちに県下全域の現場に出動し、的確な災害警備

活動を展開するため、平成８年10月に宮崎県警

察災害警備先遣隊を発足させました。

部隊編成につきましては、資料のとおり、機

動隊長以下187名体制で、本部班、県央北班、県

央南班、県南班、県西班、県北日向班、県北延

岡班等々、ブロック運用によりまして、臨機応

変に対応することとしております。

各部隊の任務につきましては、レスキュー班

は、その名のとおりですけども、救出・救助活

動や行方不明者の捜索活動、交通班は緊急交通

路の確保やレスキュー班の誘導、航空班はヘリ

による被災情報の収集、救出・救助活動等を行

います。

資料の写真についてでありますけども、資料

の写真は平成17年９月、宮崎県を襲いました台

風14号に伴う豪雨によって、宮崎市小松地区に

取り残された住民を災害警備先遣隊の本部班が

舟艇を使用しまして救出・救助活動を行ったと

きの状況でございます。

台風14号は県下全域に甚大な被害をもたらし、

全警察署が管内で災害警備活動を行ったため、

ブロック運用はできませんでしたけども、本部

班を最大限活用しまして、宮崎市小松地区、高

岡町、延岡市等々におきまして、合計82名の住

民の方を救出しております。

資料の２ページをごらんください。

平成７年発生しました阪神・淡路大震災は、
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大規模災害に対する警察活動に対して多くの教

訓を残しました。その教訓を踏まえまして、高

度な救出・救助活動能力と自活能力を持ちまし

た災害警備の専門部隊として、広域緊急援助隊

が全国警察に設置されました。

部隊は、機動隊、管区機動隊の隊員の中から

選抜し、高度な救出・救助能力を持つ警備部隊、

多数死体の検死、遺族支援等を行う刑事部隊、

緊急交通路の確保などを行う交通部隊から編成

されております。

その後、平成23年３月11日に東日本大震災が

発生いたしました。東日本大震災につきまして

は、全国警察から被災地の岩手、宮城、福島の

３県に対しまして多数の警察官を派遣し、救出

・救助活動等を行いましたが、本県警察の広域

緊急援助隊を初めとした応援部隊を東北３県に

派遣しております。

また、東日本大震災では、深刻な津波災害、

あるいは原子力災害によって、災害対応が長期

間を要するなど、従来の警察活動を大きく超え

る活動を求められました。これらの反省教訓か

ら、資料のとおり、広域緊急援助隊の見直しを

行い、即応部隊や一般部隊で構成する警察災害

派遣隊として、大幅に拡充したところでござい

ます。

本県の広域緊急援助隊は、従来46名体制でご

ざいましたけども、災害派遣隊の発足によりま

して、広域緊急援助隊を核とした即応部隊を91

名体制に拡充しております。即応部隊は、発生

後直ちに現場に派遣する部隊でありまして、全

国警察で約１万人おります。一般部隊は、一定

期間後、おおむね２週間後になりますけども、

一定期間後に派遣する部隊として編成されてお

ります。

写真の説明に移ります。

資料の左下の写真につきましては、平成17年

の台風14号、これに伴いまして高千穂町で発生

しました山崖崩れ現場で、福岡県警の広域緊急

援助隊が捜索している状況でございます。県下

全域に甚大な被害をもたらしました台風14号に

際しましては、福岡県警察広域緊急援助隊警備

部隊と鹿児島県警察の航空隊に援助要求を行っ

ております。

右側の写真でございますけども、これは東日

本大震災発災後、福島県の南相馬市に派遣した

本県警の広域緊急援助隊の捜索状況でございま

す。写真のとおり、赤色で矢印した住宅は約２

キロ先の海岸線に建っていたものが流されてき

たものと、帰県した隊員から聞いております。

警察では、このように大規模災害が発生した

場合には、全国警察一丸となりまして活動を展

開できるよう、体制の整備を図っております。

大きな第２ですけども、第２は大規模自然災

害発生時における警察活動についてであります。

資料の３ページ目になります。

まず、防災行政の中における警察の災害警備

活動の位置づけでございますけども、警察が行

う災害警備活動は、災害予防、災害応急対策、

災害復旧の３つの防災行政のうち、大部分が災

害応急対策に属しております。

具体的な警察活動につきましては、資料に災

害応急対策として記載しております。

まず、災害発生後は、冒頭に説明いたしまし

た警備本部を直ちに警察本部と警察署に立ち上

げ、被害実態を把握するため情報収集を行いま

す。具体的には、各警察署からの報告、あるい

は警察のヘリを活用して上空からの被害実態を

把握するとともに、知事部局の災害対策本部や

各自治体に警察官を派遣しまして、情報収集と

情報共有を図りながら、被災地の被害実態を把



-44-

平成25年７月25日（木曜日）

握した上で部隊運用等を行います。

休日・夜間に災害が発生した場合につきまし

ては、署員を非常招集の上、部隊を編成し、被

災場所に派遣して、消防、自衛隊等と連携しな

がら、住民の救出・救助活動、行方不明者の捜

索などを実施します。

また、地域住民と密接に活動する交番駐在所

員は、これらの活動と並行しまして、危険箇所

の警戒や地域住民の避難誘導を行うことになり

ます。

さらに、警備部隊や他機関の緊急車両が被災

地に急行するための緊急交通網確保や、危険箇

所に対する交通規制等を行うことになります。

以上が、災害発生直後に行います初動の警察

活動であります。

その後、不幸にも災害で亡くなりました方の

身元確認や御遺体の検死、あるいは被災地にお

ける窃盗事件や、東日本大震災で見られました

ような復興詐欺等の防止を図るための犯罪の予

防・検挙活動、さらには避難場所の警戒等の活

動を行うことになります。

また、被災地にはさまざまな流言飛語が飛び

交うこともありますので、被災地の住民に対し

て正確かつ必要な情報を発信することも重要で

あると考えております。

写真の説明に移ります。

右上の写真は、先ほどから話しておりますが、

台風14号に伴いまして、椎葉村で発生した山崖

崩れ現場において、本県の災害警備先遣隊が行

方不明者の捜索を行っている状況であります。

その下の写真は、東日本に派遣しました本県

の広域緊急援助隊刑事部隊が、宮城県女川町で

御遺体の検死、身元確認を行っている状況でご

ざいます。

その左の写真は、平成23年２月、新燃岳噴火

の避難勧告に伴いまして、町民の方が避難され

た高原町のほほえみ館、ここに女性警察官を派

遣しまして、町民の方からの相談の受理や避難

施設に対する警戒、支援活動を実施した際、施

設に避難されていた子供さんと女性警察官の交

流状況を撮影したものでございます。

第３は、防災・減災対策であります。

これまで、災害発生後の警察活動を御説明い

たしましたが、１人でも多くの県民の命を救う

ためには、県民のお一人お一人に危機意識を持っ

ていただくことが重要となります。そのため、

県警察におきましても、自治体、公民館長さん

等々と連携して、住民参加型の避難訓練の実施

や、交番駐在所が作成しておりますミニ広報紙、

あるいは自治体の広報紙、地域での防災講話な

ど、あらゆる広報媒体を活用して、県民の危機

意識の高揚を図っているところでございます。

また、警備部隊につきましても、いつでも出

動できるよう、平素から装備、資機材の点検や

整備を行うとともに、隊員の練度を上げるため、

災害救助訓練等を実施しております。

さらに、この訓練につきましては、積極的に

報道機関に広報しまして、県民の皆さんに警察

の活動を見て安心していただけるように努めて

いるところであります。

最後に、今後の課題でございます。

東日本大震災発災以降、県警察も体制の構築

など、さまざまな対策をとってきたところでご

ざいますが、今後は東日本大震災の教訓を全警

察職員が継承し、いかに対処能力の維持向上を

図っていくかが重要であると考えております。

そのためには訓練が重要でありますので、引き

続き具体的な想定に基づきました実践的な訓練

を実施していきたいと考えております。

以上、大規模災害発生時におきます警備体制
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及び警察活動等について御説明いたしましたが、

委員の皆様におかれましては、今後とも警察活

動に対する御支援、御協力をお願いしまして、

私の説明を終わらせていただきます。

以上であります。

○中野委員長 以上で執行部の説明が終わりま

した。

御意見、質疑があれば、出してください。

─ありませんか。

○宮原委員 大規模災害、ここに福岡県から緊

急援助隊が入ったということになりますが、最

初は宮崎県警が先に入って、状況を見るんだろ

うというふうに思いますけど、高千穂町のこの

部分で福岡県警が入ってきていますよね。これ

というのは、災害が発生して、当然宮崎県が入っ

たというふうに思うんですけど、どのぐらい、

すぐ来るわけじゃないですよね。先ほど２週間

とか言われたけど、これ２週間後に入ったとい

うことなんでしょうか。

○服部災害対策官 ２週間というのは、昨年発

足しました災害派遣隊の一般部隊につきまして、

これはすぐ派遣、すぐ来てもらっております。

○宮原委員 わかりました。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○内村委員 ３ページの２番の大規模自然災害

発生時における警察活動という欄があるんです

が、この前の東日本でも大分レイプ事件があっ

たということを聞いているんですが、東日本大

震災のときの避難所でレイプ事件が大分あった

ということを聞いているんですけど、その体制

がこの中で犯罪の予防・検挙のところに入るの

かなとも思うんですが、そういう体制はどうい

うふうに考えていらっしゃるかをちょっとお尋

ねしてもいいですか。

○山内警備部長 先ほど説明いたしましたよう

に、東北の東日本大震災の例でとりますと、最

初は応急対策で救助とか避難の誘導、それから

行方不明者の捜索、こういったものに当たるわ

けですけども、避難された方が避難所に入られ

ますと、一定の経過が過ぎてからいろんな問題

も出てくるわけですので、今御質問にありまし

たように、そういう犯罪とかいろんな相談事、

こういったもののために、最初のほうで申し上

げました一般部隊というのがございますけれど

も、災害派遣隊の中で、これは全国的な部隊で

ございまして、一般部隊の中で特別警ら隊とか

生活安全部隊とか機動捜査隊とか、こういった

ものが編成されて、よその県から入ってきて、

そこで治安の維持に当たると。もちろん、今、

指摘がありましたような犯罪についても、検挙

も行うということになります。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○黒木委員 大規模災害等が起こった場合に、

警察が派遣されるという場合、例えば自衛隊の

場合は、市町村長から知事に派遣要請がされて、

知事から派遣要請がされますよね。そして、自

衛隊としては、緊急性、公共性、非代替性を見

て、派遣を決めるというような手続のようです

けれども、警察の場合は県警本部が独自に判断

をして派遣するというふうに考えてよろしいん

でしょうか。

○服部災害対策官 県警察の場合は、基本的に

警察法第36条に基づきまして、まず都道府県の

区域内で活動をするのが原則でございますけど

も、東日本大震災のような大規模災害が発生し

た場合につきましては、自県だけの警察官で対

応できない場合、これは警察法60条に基づきま

して、公安委員会から派遣元の公安委員会に対

して警察職員の派遣要請を行うことができるこ
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とになっております。

ですから、公安委員会を通じて、そこの調整

は警察庁がいたしますけども、公安委員会を通

じまして、派遣元の公安委員会に警察職員の派

遣要請をすることになります。

○河野警備第二課長 １点、補足させていただ

きます。

海外の特別派遣の場合は、そこの公安委員会

が要請をして、派遣先の公安委員会に対して承

諾をもらって派遣ということになりますけれど

も、東日本大震災のような突発の場合にはそう

いう余裕がございませんので、その場合は警察

庁が調整しまして、各県に広域緊急援助隊を出

せと、出してくれ、準備してくれと、出動して

くれということになりますけれども、その間は

公安委員に対しては電話とか、そういう手続面

は文書でできないものですから、電話で説明し

たり承諾をもらって、その後に公安委員会の文

書の了承をいただくというようなシステムに

なっております。

ですから、時間があれば、公安委員会が要請

して、その県の公安委員会が承諾して出動する、

時間がない場合は警察庁がそれを調整して出動

するという形になっております。

以上です。

○井上委員 つまり、例えば自治体の長が、う

ちで言えば知事が何か言わなくても、警察本体

でそれはできるということですよね。援助。

○河野警備第二課長 大規模災害があった場合

は、警察本部長も県の災害対策本部の一員とな

ります。そのときは、知事から必要な指示も当

然出ます。部隊運用をやってくれと、被害の救

出をやってくれというのは出ますけれども、警

察は独自に必要な分については、県内では本部

長の指揮下に入ってやると。大規模災害になっ

たら、また警察庁、管区警察局がありますけど

も、そこの指示を受けて行うということもござ

います。

○井上委員 関連して、先ほどちょっと高千穂

町の崖崩れのときには、援助要求をして、それ

で福岡県警が来たというふうになっていますが、

援助要求というのは九州で言えば自分たちで福

岡県警のほうに申し出るわけですか。それとも、

高千穂のときには福岡県から来ていただいてい

ますよね。それは援助要求によってというふう

に御説明いただいたんだけど、これはどういう

ふうな。

○山内警備部長 警察の組織の仕組みが、まず

警察法に書いてあるんですけども、警察庁とい

う組織がございまして、そして基本的には都道

府県で都道府県警察が活動するわけですが、そ

ういう大規模な事件とか災害とかいう場合には、

警察庁が調整機能を持つようになっております。

それで、九州ですと、直接は警察庁なんです

けども、九州管区警察局というところがありま

して、そこで各県の調整をしながら、どこの部

隊を派遣したほうが一番いいかとか、いろんな

のを考えながら、そこで調整しながらやってい

るというのが実情でございます。

○井上委員 例えば、この前起こりました口蹄

疫のとき、あのときなんかには具体的にどうい

うふうな動きをされたんですか。

○山内警備部長 これも、県知事部局との調整

をしながらやはりやることになると思うんです

けれども、部隊の要請につきましては、先ほど

申し上げましたように、宮崎県警察の人員だけ

では到底対応できないということで、こちらか

らお願いする場合もありますし、警察庁が独自

に判断して各県に出動の指示というか、それを

やる。そして、事務的には、仕組み的には、宮
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崎県公安委員会からそこの派遣元の公安委員会

に対して要請をすると。要請をして、そこの本

部長の下命でそれぞれ出てきていただくと。

警察の場合は、都道府県警察を管理するのは

公安委員会になっておりますので、公安委員会

がよその公安委員会に派遣要請をするという、

基本的には仕組みになっております。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○外山委員 災害が起きたときに、災害派遣部

隊というのを派遣しますよね。県内の場合はい

いんですが、これは常時、災害派遣部隊という

のが隊長以下編成されて、そこにおるわけじゃ

ないですよね。災害が起こったときに、いろん

な部署やら、それからほかのいろんな警察署か

ら決められた人がぱっと集まってきて、部隊を

編成して行くようになるわけですか。

○河野警備第二課長 災害関係の部隊は、災害

先遣隊と先ほど言いましたけれども、災害派遣

隊、これが拡充して派遣隊という大きな組織に

なっておりますけども、これは県外派遣で、通

常はいろんな部署におります。交通係におる人

もおりますし、警備の仕事をして、刑事の仕事

をしている人もいる。そういうのをひっくるめ

て部隊を編成して、県外の災害派遣隊を編成し

ております。

それと、あと県内は、警察災害警備先遣隊と

いいまして、機動隊長を副隊長として、187名体

制で県内の災害に対応する部隊をつくっており

ますけども、今、委員の言われた常時あるのか

というのは、本部機動隊、警備部機動隊という

のが警察学校の上にありますけども、彼らは常

時、災害であろうが、治安警備であろうが、そ

ういうのに常に準備をしておるという状態です。

それと、管区機動隊というのがおります。こ

れは九州管区機動隊といいまして、若い小隊長

が２名おりまして、その以下35名で体制を組ん

でおりますけども、これも本部機動隊と同時に

治安警備なり災害警備、発生した場合にすぐに

即応できるような体制を組んでおります。

○外山委員 機動隊の場合はそういう対応をす

るような組織でしょうが、そうじゃないところ

からピックアップして、そこに入ってきた場合、

そういうセクションは穴があきますよね、日常

業務にね。これは何日ぐらいの規模で出すんで

すか。何日ぐらいで、また現場復帰するんです

かね。

○河野警備第二課長 広緊隊の場合は、精神的

な面もあります。不眠不休でやるものですから、

おおむね１週間が限度だと思っております。１

週間したら、交代の次の緊急援助隊、ほかの県

の緊急援助隊が応援に行くということになりま

す。

寝る場所もない、食べ物も余りないというと

ころで現場活動をしますので、肉体的、精神的

な限度を考えまして、約１週間が限度というこ

とで勤務をさせる。

○外山委員 県内県外を問わず、派遣部隊にと

られるというか、行って穴があいたところは、

ほかの署員に負担が行くということになるわけ

ですよね。そこ辺の対応は何か特別やっておら

れるわけですか。

○山内警備部長 委員御指摘のとおり、日常は

通常の業務をしながら、そして指定された人間

がそういうふうに災害が発生したときには編成

して出ていくわけですね。当然、そこは穴があ

くことになります。それで、警察署においても、

バランスを見ながら、１カ所に集中しないよう

な形で、バランスを見ながら隊員を指定してい

るところでございまして、また余り長期間にな
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りますと、そこが常時欠ということになります

ので、今言いましたように、肉体的、身体的な

部分もありますけれども、業務の部分も見なが

ら、おおむね１週間から２週間、こういったと

ころでまた交代をしながら、いろんなところの

部隊を派遣していくということになります。

○中野委員長 ほかにありませんか。副委員長

は、ないですか。

ないようですので、以上で終わりたいと思い

ます。執行部の皆さん、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時37分再開

○中野委員長 再開いたします。

総務部においでいただきました。

今回は、災害時の消防の取り組みについてお

伺いしたいと思ってお願いしました。御協力を

よろしくお願いいたします。

執行部の紹介につきましては、配席図をいた

だいておるので、省略いたします。

概要説明をお願いいたします。

○橋本危機管理統括監 危機管理統括監の橋本

でございます。よろしくお願いいたします。

本日の説明事項でございますが、お手元の資

料の目次にございますように、御指示のありま

した大規模自然災害時における消防活動等につ

いてでございます。

詳細につきましては、消防保安課長から御説

明させていただきますので、どうぞよろしくお

願いを申し上げます。

私からは以上でございます。

○厚山消防保安課長 それでは、消防保安課か

ら、大規模自然災害時における消防活動等につ

いて御説明いたします。

委員会資料の１ページをお開きください。

まず、１の活動内容及び消防体制についてで

あります。

（１）の活動内容については、①の緊急消防

援助隊は、平成７年１月に発生した阪神・淡路

大震災の教訓を踏まえ、平成７年６月に全国の

消防機関相互による応援部隊として創設され、

大規模災害、または特殊災害が発生した都道府

県内の消防力だけでは対応が困難な場合に、消

防庁長官の求め、または指示により、消防の応

援等を行うものであります。

最近の主な活動としましては、資料に記載の

とおり、これまで発生した大規模な自然災害に

対応しており、さきの東日本大震災では、参考

までに記載しているとおり、本県の９消防本部

の15隊56名からなる陸上部隊が、岩手県陸前高

田市において延べ２日間の捜索活動と救急搬送

４件、消火活動１件の活動を行ったところであ

ります。

また、本県の航空部隊、いわゆる防災救急ヘ

リコプター「あおぞら」につきましても、岩手

県花巻空港をヘリベースにして、岩手県沿岸部

において、救助２件、転院搬送５件、捜索活動

５件、広報活動１件、物資輸送１件の計14件の

活動を行ったところであります。

②の県内消防本部では、災害発生から一定期

間、全職員体制で対応しますが、各種の災害が

同時に多発する状況が予想されるため、災害現

場の状況に基づく優先度に応じた消防活動が行

われます。

③の県内消防団では、住民の避難誘導、消火

活動、救助活動、水門等の閉鎖、避難所の運営

支援など、消防本部と連携してさまざまな活動

が行われます。

④の防災救急ヘリコプターにつきましては、
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救急・救助活動、情報収集活動、避難の呼びか

け、物資輸送などを行います。

⑤の広域応援活動につきましては、被災して

いない県内の消防本部、または消防団による消

防応援活動や、隣県の防災救急ヘリコプターに

よる消防応援活動が行われます。

次に、（２）の消防体制についてであります。

①の緊急消防援助隊は、災害発生市町村の消

防の応援等に関し、当該災害発生市町村、また

はその属する都道府県の知事から要請があり、

かつ消防庁長官が必要があると認めるときに出

動し、その体制は、アの部隊の活動及び登録数

に記載のとおり、平成24年４月１日現在、全国

で4,546隊が登録されており、本県の登録隊数

は42隊となっております。

イの出動計画に関しましては、原則として、

第一次的に応援出動する都道府県隊が、災害が

発生した都道府県ごとに定められており、宮崎

県が被災した場合には、福岡、熊本、大分、鹿

児島県からの応援を受けることになっておりま

す。

緊急消防援助隊の指揮命令系統につきまして

は、ウの指揮命令系統図のとおり、指揮支援部

隊長をトップに、被災現場で指揮をとる指揮支

援隊長、そして都道府県隊長という流れになっ

ております。宮崎県が被災した場合は、福岡市

消防局が指揮支援部隊長の役割を担ってもらう

ことになっております。

エの部隊の編成に関しましては、九州・沖縄

の各県で災害が発生した場合、右の表に掲げる

消防本部の指揮支援隊で指揮支援部隊が編成さ

れ、ヘリコプター等で被災地の情報を収集し、

被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円

滑に行われるよう支援活動を行います。

都道府県隊は、市町村に設置された消火部隊、

救助部隊と並びに都道府県に設置された航空部

隊のうち、被災地での消防の応援等に必要な部

隊をもって編成されることになっております。

②の県内消防本部は、平成24年４月１日現在

で、職員数及び主な配備車両は表のとおりとなっ

ております。

③の県内消防団につきましても、平成24年４

月１日現在で、団員数及び主な配備車両は表の

とおりとなっております。

④の防災救急ヘリコプターは、365日の運航体

制となっており、運航時間は原則８時30分から17

時15分となっております。

⑤の広域消防応援体制につきましては、県内

全市町村が消防相互応援協定を締結し、消防本

部または消防団による消防活動の応援体制がと

られております。

また、隣県の熊本、大分、鹿児島及び本県に

おいて、防災消防ヘリコプター相互応援協定を

締結し、各県が保有する防災消防ヘリコプター

を使用する事案が発生した場合の相互応援体制

がとられております。

次に、２の防災・減災の取り組みと課題であ

ります。失礼しました、４ページになります。

４ページをごらんください。

まず、（１）の取り組みに関しましては、①の

後方支援拠点の整備に向けて、防災関係機関が

参集する活動の拠点として県内９カ所を指定し

たところであり、投光器や発電機等を整備し、

その機能強化に取り組むこととしております。

②の新たな防災訓練については、南海トラフ

の巨大地震を想定し、実践的訓練による大規模

災害対応能力の強化を目的とした訓練を本年12

月に宮崎市と共同で実施することとしておりま

す。

③の総合防災情報ネットワークの整備につき
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ましては、国や県の出先機関、市町村及び防災

機関等を地上系無線や衛星系無線で結び、災害

時における情報収集や配信を行うシステムの機

能強化を図ることとしております。

次に、（２）の課題についてですが、①の消防

職員及び消防団員の安全対策に関して、東日本

大震災において多くの消防職員及び消防団員が

犠牲になったことを重く受けとめ、その教訓を

今後に生かすとともに、減災の取り組みの一環

として、市町村とともにその安全対策を講じて

いく必要があると考えております。

②の代替ヘリベースの確保に関しましては、

現在の宮崎空港内にあるヘリベースが津波によ

り浸水した場合、防災救急ヘリコプター等の機

能が発揮できないため、代替ヘリベースを確保

する必要があり、後方支援拠点を含め、その確

保に向けた検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

③の防災関係機関のヘリの運用調整等に関し

て、ヘリコプターによる迅速かつ効果的な救助

活動等を行うためには、防災関係機関が所有す

る複数のヘリコプターの運用調整が円滑に行わ

れることが重要であり、また複数ヘリの離着陸

時の誘導を行う支援要員を確保する必要があり、

人員体制とその確保に関する検討を行ってまい

りたいと考えております。

④の関係機関との連携強化に関して、災害対

策本部の機能を実効性のあるものにするために

は、関係機関との広域連携の体制を構築し、連

携を強化しておく必要があると考えております。

最後に、⑤の南海トラフ巨大地震を想定した

運用計画に関して、著しい地震災害が想定され

る東海地震等について、緊急消防援助隊の全国

的規模での運用計画が示されているところであ

りますが、南海トラフ巨大地震に関しては、そ

の運用計画が作成されていないため、早期にそ

の運用計画を策定するよう国に働きかけてまい

りたいと考えております。

消防保安課からは以上でございます。

○中野委員長 以上で執行部の説明が終わりま

した。

御意見、質疑があれば、出していただきたい

と思います。

○原委員 ４ページの後方支援拠点、県内９

カ所、箇所名を教えてください。

○大坪危機管理局長 後方支援拠点につきまし

ては、昨年度、県内の適地調査をしまして、９

カ所指定をいたしました。その場所につきまし

て、順に県の北部のほうから申し上げますと、

まず五ヶ瀬町のＧ─パークというところにござ

います。それから、高千穂町の総合運動公園、

それから延岡市の西階総合運動公園、それから

県央地区にまいりますと、高鍋町にございます

県立農業大学校、それから宮崎市の生目の杜運

動公園、それから宮崎市清武町の清武総合運動

公園、それから南部のほうにまいりますと、日

南市の日南総合運動公園、それから県西地区で

は都城市の高城総合運動公園、それから小林総

合運動公園、以上の９カ所でございます。

ただ、これは昨年度、第１期として指定をし

たということでございまして、また本年度も調

査をしながら、適地があったら追加して指定を

してまいりたいということでございます。

○原委員 その下の代替ヘリベースですか、

午前中、原田教授のお話を聞きまして、シミュ

レーションも見せていただいたんですが、あれ

をずっと見ていまして、飛行場は確実につかる

なと私は見ました。そこは質問しませんでした

けど、ということは浸水するまま、原田教授の

想定による規模のものによると、浸水すること
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になるわけですが、代替ヘリベースの確保、大

体今は調査、代替地はほぼ決まっているんでしょ

うか、見つけておられるんでしょうか。

○厚山消防保安課長 宮崎空港が被災した場合

のヘリの運用については、大変大きな課題でご

ざいます。そっくり高台に空港をというわけに

はいきませんので、また空港がヘリベースとし

ては機能としては一番すぐれておるということ

で、ここを使わせていただくんですが、仮に被

災した場合ということで、いろんな今から検討

を行いますけども、ヘリベースとしては今９カ

所、ここは全てヘリが中継できるところを勘案

した上での選定をしていただいております。

さらに、いろんな箇所に必要性が出てくると

思いますので、あくまで広範囲にわたる災害と

いうことを想定しますと、より被災地に近いと

ころに臨時へリポートを設ける必要もあろうか

とは考えますので、引き続きそういった機能で

きるようなヘリベース、これを引き続き選定を

していきたいと。

それとあわせまして、例えば新田原の航空基

地であるとか、近隣の鹿児島空港、熊本空港、

ここあたりは初動においては念頭に置きながら、

順次前進、ヘリポートへの移行といった対策面

も含めまして、検討を深めてまいりたいと思っ

ております。

○原委員 ヘリの場合は、整備をする人だと

か、給油のことだとか、いろいろ専門的なチー

ムがいると思うんですが、だから新田原も当然

出てきましたので、それでいいんですけど、あ

とは自衛隊、陸上もありますよね。えびのと都

城と、あそこも陸上用のヘリを持っているわけ

ですから、ここあたりも飛ばすということにつ

いてのノウハウというか、そういう基礎はしっ

かりしているはずですよね。そこも勘案には入

らないんですかね。

○橋本危機管理統括監 飛行場がなくなるとい

うのは、非常に我々にとってはダメージが大き

いという認識でございまして、いざというとき、

やはり大規模災害のとき、航空、例えば岩手の

例でも二十数機運営して、救助とかに当たった

と伺っておりまして、大変な大きな課題だと思っ

ています。

まず浮かぶのが、まさにおっしゃりますよう

に新田原基地なんですけれども、ないしは陸上

自衛隊の駐屯地というのも想定され得るんです

けれども、恐らく、今いろいろ議論はさせてい

ただいているんですが、それを代替の空港代替

施設として使うというところまで、事前に協定

を結ぶというところまでは難しいのではないか

というような状況でございまして、やはり県独

自で考える必要があるということで、９つの後

方支援拠点をまず代替ヘリポートとして念頭に

置いていると。

ただ、今研究中でございまして、御指摘があ

りましたように、大きく２つありまして、１つ

は燃料の補給体制をどうするか、それとその際

の航空管制をどうするかというのが課題でござ

いまして、これを今研究しているところでござ

います。

したがいまして、いざというときに、そうい

う場所を当然ながら候補にはなるんですけれど

も、まずは我々行政側でそういうのを用意する

というところを今念頭に置いて作業を進めてい

るというところでございます。

○宮原委員 今、関連をしてですが、代替ヘリ

ベースを確保するということになりますよね。

ちなみに、何分でヘリって飛べるんですか。

○厚山消防保安課長 県の防災「あおぞら」で

いいますと、緊急時には９分から10分で離陸し
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ております。できるということであります。

○宮原委員 ちなみに、今度は代替ベースをつ

くられて、結果的にはヘリって夜は飛べないん

でしたよね、この時間で見ると。飛べないわけ

だから、夜に津波が来た場合は何の打つ手がな

いという話になりますけど、代替ベースという

のが余りにも遠いところにあっても移動に時間

がかかるでしょうから、近隣のところに夜間は

置いておいて、朝になったらそちらに来て飛び

立てる体制にあるというような形でないと意味

がない状況も来るのかなとも考えますけど、そ

のあたりはどうなんでしょうか。

○厚山消防保安課長 委員御指摘のような議論、

検討も行っている経緯がございますけども、冒

頭申しましたように、私どもからそれをヘリ基

地にできないか、あるいはそういう代替地はな

いか、いろいろ検討したんですが、勤務員の負

担とか、常時対応しておる等々を考えますと、

やっぱり宮崎空港をヘリベースとして運用する

のが最適ということでやっております。

万が一、委員御指摘のとおり、夜間に宮崎空

港が浸水するような事態があった場合には御想

像のとおりかなと。その場合に備えまして、緊

急消防援助隊、あるいは関係機関のヘリが大い

に駆けつけてきます。そういったものをこういっ

た代替ヘリベースを拠点として活動する。実際、

仙台でも宮城県の防災ヘリが１機は被災してお

ります。そういった運用がなされておるという

ふうに聞いております。

○宮原委員 ということは、今言われたように、

夜間に来た場合はやられますよということが前

提になってしまうので、それよりは例えば宮崎

空港なら空港でつからない高さのところに上げ

てしまって、上に乗せておくとか、いろいろ考

えられるのかなという気はするんですけど、やっ

ぱりそういった余地もないということなんで

しょうかね。

○橋本危機管理統括監 非常に悩ましいことで

ございまして、理想で言えば、今の宮崎空港に

置いているヘリの基地を移転するというのが一

番理想論だと思っておりますけれども、ここで

議論している代替ヘリベースというのは、「あお

ぞら」のみならず、他県から来るヘリコプター

の運用も念頭に置いて、一定の広さというとこ

ろでございまして、夜間に来たときに、当然な

がらパイロットもいないことから、逃げれない

というものについては、もう少し中期的な課題

として、重く宿題として考えているというとこ

ろでございます。

○宮原委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。

○髙橋委員 応援隊、援助隊、さっき警察の方

々もおっしゃっていましたけど、精神的、肉体

的に１週間が限度だとかいうのをおっしゃって

いました。ここの１ページの東日本大震災では

延べ２日間ということだったみたいですけど、

私は警察よりも消防のほうが緊急性を要する事

件が結構あると思うんですね。火災とか救急車

とか、余り長期間の穴はあけられないなと思う

んですが、どの程度が限界なんでしょうかね。

○厚山消防保安課長 緊急消防援助隊につきま

しては、国のほうで基本計画というのをつくっ

ておりまして、それにのっとって運営がなされ

ておるんですが、国が示しておるのも最大72時

間、現地の活動ですね。その間の備蓄、装備等

を装備して出動するというような体制になりま

す。

ただ、東日本の場合は、恐らく警察もそうだっ
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たと思うんですが、片道３日、帰りにまた３日、

現地の活動が２日ないし３日というような活動

をしておりますので、ヘリの場合はすぐ飛び立

てて長期間活動できておりますけど、陸上部隊

の場合は輸送手段にもよります。

今回、消防部隊のほうはヘリが活用できたと

いうことですけども、警察のほうは陸上で行っ

ておると思います。２泊３日で、行って帰って

きておると。津波等の影響でフェリーが使えな

い事態もあったものですから、幸い消防隊につ

きましてはフェリーで大阪から行って、大阪か

ら陸路、東北入りをしておるというような状況

でございます。

○髙橋委員 ということは、おおむね４日、い

わゆる行き帰りの日にちを入れると、４日ほど、

５日ですかね。現場では２日ですよね、これ活

動。

○厚山消防保安課長 おおむね１週間程度にな

ると思います。

○髙橋委員 それで、結局それがやっぱり１つ

の限界といいますか、現場を離れられるという

か、本来の業務があるわけですから、警察もそ

うだったんですけども、１週間が限界。

○厚山消防保安課長 一般的に言われておるの

が、完全自活、当然、食料、燃料、水もないと

いう完全自活の装備を備えて、１日24時間ござ

いますけども、何時間活動できるか、そのとき

の災害の状況によると思いますけども、１日何

時間という制限がございません。72時間、当初

の救命救助活動をするんだということでの72時

間ということであると思います。

○髙橋委員 私がお尋ねしているのは、現場の

活動時間というのはそれなりの規制はあると思

うんですけど、ただ、本来の業務があるじゃな

いですか。だから、長期間も派遣することは不

可能だと思うんですよ。その限界が１週間なの

かなというお尋ねです。

○厚山消防保安課長 派遣した場合、今度は宮

崎県の残留体制という、当然それも大きな事項

でございまして、派遣する場合に、そこを含め

まして、例えば宮崎県で最大どれぐらい出せる

かというような求めに応じて調査が全国を回り

ます。そして、宮崎としては、事件の対応に間

隙が生じない上で、応援活動にも応じる必要が

ございますので、それで部隊体制を決めまして、

それで出動しておるという実態でございます。

○原委員 ４ページの消防職員、消防団員の

安全対策なんですが、犠牲者が出ないことが一

番なんですけれども、それでも東北の場合、思

いがけなく多くの方が犠牲になられましたです

よね。そのときの補償というか、例えば消防署

の職員の皆さんと地元の消防団員、これはボラ

ンティアになるわけですけど、このあたりのも

し最悪犠牲になられた、あるいはけがをされた

とか、あるいは仕事ができないような障がいを

負ってしまったとか、そのあたりの補償の制度

みたいなものはどうなっているんですか。ある

いは、どう東北ではされたんでしょうかね、わ

かっていたら教えてください。

○厚山消防保安課長 ちょっと具体的な資料は

ありませんけど、一般的に公務災害補償、ある

いはそういった功労に対する賞じゅつ金制度、

これは自治体もあろうし、団体による、皆様方

もいろんな共済とか、そういう事業に入って積

み立てをされております。東北のときはそれが

かなりの数に上りまして、支給がおくれるとか、

そういった話も一応聞いておりますけども、そ

ういった形での補償が行われていると思います。

○原委員 一般的には公務災害補償的なもの

ということですか。
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○橋本危機管理統括監 消防職員につきまして

は公務員でございますので、いわゆる公務災害

補償になると思いますし、消防団員の方につき

ましては、団基金、消防団員向けの基金という

もので、災害補償するための基金というのを設

けて、対応しているということになっていると

思います。

具体に水準がどうかというのは、ちょっと手

元に資料がございませんので、申しわけござい

ませんが、一応カバーされているというところ

になっております。

○原委員 わかりました。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないよう

でしたら、私から。

今の消防団の団基金は、現実的には２分の１

に削減されて支給されましたかね。２分の１、

枠がなくなったということで。それは私の記憶

違いもあるかもしれないけど、２分の１だった

と思います。

質問ですが、代替ヘリベースの確保の件、非

常に重要なことで、きょうもさっき原委員が

言ったとおり、皆様方も聞いておられたんです

が、完全に津波でどうにもならんわけですよね。

だから、今、防災拠点施設をつくるということ

で、代替ヘリは今までの認識では何か屋上につ

くるから云々という話、ヘリポートですよ、そ

れで対応できるのかなと思ったら、実際、応援

とかいろいろ来る、またいろんな修理やら何や

らをせないかん、かなりの敷地が必要だという

ことですよね。

だから、我々が前から主張しているように、

そういう拠点施設は大きな土地を確保して、宮

崎市にもどこか近いところの高台もあるわけだ

から、早目にそういうところを確保して取り組

んだほうがいいような気がしますが、皆様方は

そういう立場で、この１点を見ても、総務部が

拠点施設についてはまとめているわけですから、

皆様方も部の組織だから、こういうことの具体

例も含めて、いろいろ内部討議されるときには

発言されているとは思うんですが、してほしい

なとか思うんですよね。

質問になるようなならないような話でしたが、

日ごろの対応をお尋ねします。

○橋本危機管理統括監 非常に大きな課題で、

問題意識は持っておりまして、大きく分けて２

つあると思っていまして、１つは「あおぞら」

を今そのままにあの場に置いておいていいのか

どうかという問題、それともう一つは、宮崎空

港という立派な空港施設がなくなったときに、

例えば20機とかのヘリを運用できるかどうかと。

前者に関しては、先ほど中期的な課題と申し

上げましたけれども、私の個人的な意見として

は、いずれはどこかにやはり移転したほうがベ

ターだと。念頭に置いているのは、国のほうに

やはり大規模災害に備えたときの広域防災拠点

を国の責任で設けてくれというのを我々として

は主張していくというふうに考えております。

例えば、現在、有明とか大阪には国がそうい

うような広域災害の指揮所というのを設けてお

りまして、それはヘリポートも併設されている

という状況でございまして、九州のそれを宮崎

に持ってきてもらいたいと。その際には、国の

設けるというよりは、併設する形で検討して整

備するのが１つ考え方かなと思っております。

ただし、これを短期的に今あるものを本当に

移転するというのは、検討の具体的なスケジュ

ールにはのっていないというところでございま

す。

もう一点のほうの多くの飛行機が来るものを

どうするか、ヘリが来るのをどうするかといっ
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たときに、相当な面積が要りますので、例えば

今念頭に置いているのは生目の杜のこれは人工

芝の球場、これはヘリはかなり巻き上げますの

で、砂地でない、芝地がいいということで人工

芝のところ、ないしは農業大学校のグラウンド

というのを想定して、そこにいかに燃料の補給

とかできるかと。

いざ、本当に整備が必要だというような状況

につきましては、後方の鹿児島空港とか熊本空

港にお願いするのかなと、そういうイメージで

入れたことがございます。

いずれにしても、重要な課題だという、御指

摘のとおりだというふうに考えております。

○中野委員長 この前、井村教授の話を聞いた

ときも、熊本から向こうから入る道しかないん

だという話でもありましたので、何か宮崎の西

側のあたりを本当の拠点施設の、あるいは県庁

そのものも本当に思って、どうせ耐用年数が来

て、県庁もあちこち、数十年のうちには全てつ

くりかえんにゃいかんわけですから、何か大が

かりなことをしたほうがいいような気がします

がね。

しかも、４万2,000人という人が亡くなる想定

だから、今、国には一番要望しやすいときだと

思うんですよね。それをからって、帰るときは

帰ってください。お願いします。

ほかにありませんか。ないですか。

○原委員 後方支援拠点ですよね。ヘリのこ

とが中心になっていますけど、要は水だとか食

料だとか、そういうものが要るわけですよね。

ここは縦長だから、かなり打撃を受けるだろう

と。そうなったときに、この前、鹿児島の例の

学者さんがおっしゃっていましたけど、例えば

西側から物を運ばないといけないんだと、向こ

うの港から運ぶんだという話になったときに、

食料をいっぱい備蓄するとかいうところの拠点

は県西か、あそこではえびの、小林みたいなこ

とをおっしゃいましたけど、そうか、そういう

考えがあるなとは思ったんでしたけど、例えば

今聞いている川南だとか、高鍋は熊本のほうか

ら入れるとして、清武とか、そのあたりという

のは、川南、高鍋あたりというのはもしかする

と途中の大型の輸送路はさらされるかもしれな

いこともあるので、その視点というのはやっぱ

りあるんですか。水だとか食料だとかの備蓄拠

点としての考え方。

○大坪危機管理局長 基本的に、備蓄に関しま

しては、市町村のほうに後方支援拠点に隣接す

る場所とか、便利のいい場所に何か設置してい

ただけないかというような相談をいたしている

ところでございますが、あわせて大規模な全国

的な規模の災害の場合に、国が広域搬送拠点と

いうものの指定をしています。今現在、宮崎県

内では２カ所ございまして、１カ所が宮崎市の

生目の杜にありますはんぴドームというところ、

もう１カ所が延岡市の北川町の総合運動公園、

この２カ所を国が指定をしています。

ただ、本当にそれでいいのかということで、

今後、そこをどういうふうに指定をし直すかと

いうことを含めて再検討していきたいと思って

おりますので、その段階では委員おっしゃった

ような提案を含めながら検討してまいりたいと

存じます。

○中野委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ないですね。

以上で終わります。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時12分休憩
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午後２時13分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

６の協議事項に入りたいと思います。

その他を入れて４つの事項がありますので、

順次進めていきますが、まず協議事項（１）の

県内調査についてでありますが、８月28日と29

日、県北調査を実施する予定となっております。

調査先については、前回の委員会で正副一任と

いうことでしたので、大分県と佐伯市にお伺い

したいと考えております。

大分県庁では、危機管理部局に対して、南海

トラフ巨大地震の被害想定を踏まえた県として

の取り組みの調査、佐伯市は、国の津波想定で、

大分県内で最大の15メートルの津波想定がなさ

れているところであり、被害想定を踏まえ、防

災・減災対策の現状や課題について調査をした

いと思います。

また、自主防災組織の活動や防災教育などに

ついても、特筆すべき事項等があれば、調査し

たいと考えています。

それ以外の箇所については現在調整中ですの

で、全行程が決まり次第、御連絡申し上げたい

と思いますが、以上でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 資料はなかでな。（「泊まりはど

こですか」と呼ぶ者あり）

泊まりは佐伯市を想定しています。副委員長

から、昨年発生した北部豪雨、あれの話があっ

たんですが、我々もこの前、ことしの初めでし

たか、行きましたが、かなりずっと福岡とか阿

蘇から西のほうでしたので、中に入り込んで時

間調整がちょっとできんような気がしました。

それで、津波に関したことを、県内もどこか

含めて３カ所ばかり両日見たいと、調査したい

と思いますので、大分までは足を運びますが、

交通の手段等もいろいろ考えて、短時間のうち

に調査ができるような調整をしていきたいと、

こう思っております。

○髙橋委員 北限は今のところ佐伯市ですね。

○中野委員長 大分県庁も行くんです。僕の考

えでは、ぱっと電車でこっちを一部見て、その

まま県庁まで電車で行って、そこで調査して、

佐伯までそのうちに帰っておって、翌日に佐伯

をぱっと見て、そしてまた県内をぱっと入って

ずっと見て帰ればなと。そういう想定もしてお

りますが、そういう中で進めていいですかね。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 いいですか。わかりました。

次に、（２）番、県外調査についてであります。

県外調査は、11月５日から７日までの２泊３

日を予定、次回、９月定例会の委員会で日程を

お示ししたいと思います。今回、皆様からあら

かじめ御意見をお伺いいたしたいと思います。

調査先については、御意見や要望がありまし

たら、お願いしたいと思います。何か調査した

いところがあれば、意見を出していただきたい

と思います。どこあたりに行くか。

私の気持ちでは、まだどのぐらい復旧しとる

かわからんけど、被災したところも２年半たっ

たんだが、行くころには２年と七、八カ月にな

ると思うんですが、何か復興状況を含めて、ま

だどうかとか、助かったところ、助からんとこ

ろ、いろいろありますよね。そんなことをもう

一度聞いておいたほうがいいんじゃないかなと

いう気がするんですよね。いわゆる被災地のど

こか、宮城か岩手か福島かどこかわかりません

が。

○内村委員 高台に移転で、すごく苦慮してい

らっしゃるんですよ。やっぱりきょう言われた

ように、海岸端に行きたいという人もいるし、
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各自治体から応援隊が行っているんですけど、

その中で自殺者が出るぐらい、苦労した職員が。

だから、そういうところは高台移転に対しての

とか、その辺のところも。

○中野委員長 高台移転のところで苦慮してい

るところを。その辺のことももろもろ見ますか。

今度の災害があったところも見ると、いろんな

角度から見るということでいいですね。

そのほか、どこか行くところはなかですか。

○髙橋委員 気象庁は行かんでいいですか。

○中野委員長 気象庁。

○髙橋委員 いろいろ不満があると思うんです

けど。

○中野委員長 誰が不満があったの。

○井上委員 日向灘のほうはないんですよ、全

然。予知する能力がないんです。機材がないわ

けだから、ＧＰＳも何もないわけだから。

○中野委員長 それは気象庁がするわけなんで

す。

○髙橋委員 あれは気象庁がしている。よく考

えたら、地震の規模によってしか津波想定は発

令できないんですよね。

○中野委員長 東京のそれは中央官庁のいろい

ろ、気象庁やら何やらあるところも。

○原委員 地震を専門的に研究しているとこ

ろがあるじゃないですか。地震、津波を研究し

ているところ。

○中野委員長 そこの話も聞きますかね。

○外山委員 被災地の中で、都市計画を変更せ

んと移転ができんわけでしょう。そこら辺を苦

労している町か市を、都市計画を進めようとし

ている。

○中野委員長 あれを震災復興何とか庁という

ところは、現場のどこか復旧するところに出て

きちょったですわね。

○外山委員 だから、現場の市あたりが、国あ

たりのいろんな法の規制があるでしょう。

○中野委員長 どこに行ったらいいか。

○井上委員 あれって、まちづくりは各市町村

に任せてしまっても難しいですよね、さっき言

われるように。県だの何だのと言われても、あ

れは基本的にまちづくりだから。

○外山委員 そこがうまくいかんといかん。

○中野委員長 そういうところも加味して、こ

れが３泊というなら、外山さん、３泊せないか

ん。

○外山委員 関東と東北だったら、２泊で十分

ですね。

○中野委員長 関東と東北地方で、今、中央の

ことと現場のことと含めて、今回は調査はその

辺でその方面で、今言われたことを事務局に案

をつくってもらって、大体予定がわかったです

か。ほか何とかというのはないですか。あとは

一任でいいですか、正副に。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 では、そういうことで、次の委

員会で示されるように、とりあえずの案が示せ

るようにしていきたいと思います。

次は、次回委員会についてですが、９月25日

を予定しております。次回委員会での執行部の

説明資料要求について、御意見はありませんか。

─ないですか、ここも一任でいいですか。

弱者と女性の目線で何か現地を、この日は見

たらという思ったんですよ。女性の立場でどう

している、どういう形でやるかわからないのと、

あるいは本当の海岸線の小学校、現地がどうい

うあれをしているか、ちょうど夏休みになるが

な、次は。（「９月25日はもう」と呼ぶ者あり）

それやら、障がい者の施設がありますが、赤

江支援学校のところが海岸線になっているで
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しょう。ああいうところはどういう取り組みを

しているかとか、そういうところも見ておくべ

きじゃないかなということはちょっと事務局で

話したと思うんですが。

○井上委員 それで、県は大規模災害、防災対

策についてということも含めて、熱心に議会も

議論したいと言うんだけど、市町村の現場の人

たちというのは、大規模災害だとか防災対策と

いうのは、きょうの先生のお話じゃないけども、

対策できるのを想定して何か災害のあれをする

と、準備をするというのじゃなくて、そうじゃ

なくて大きいものを見て、想定外と言えるよう

なものまでして、対策はどうとれるのかという

ことを議論するというのが必要なんだと、きょ

う、先生がおっしゃっていましたけど、私たち

は結構こんな話ばっかりしているけど、市町村

というのはどうなんですかね。

○中野委員長 それを県北調査の佐伯市は市町

村ですよね、県外ですが。それで、県内を延岡

と高鍋とか都農とか、帰り道でいいようなとこ

ろの沿岸地方は見たらと、まだ具体的にしてい

ないんですが、私たちの考えでは、そういう市

町村の取り組みを見たらということで、県内を

３カ所ばかりは行き帰りで見れたらなと、聞け

たらなという思いはしよったですよね。

○井上委員 やっぱり自主防災の関係のことと

か、具体的にしないといかん、市町村がしない

といかん役割というのが大きいじゃないですか。

そこはどういうふうに……

○中野委員長 取り組んでいるのかなんかも含

めて、我々が行くことで、状況はわかると思う

んですよね。今度の県北調査の中ではそれをし

たいなと思っております。

○髙橋委員 次回でなくてもいいんですけど、

薬剤師会、薬剤の備蓄の関係をもう少し我々も

勉強したいというのと、一応答申は持っている

んですよ。県内３カ所で1,000名分ぐらいでし

たっけ、報告を受けましたよね、たしか以前。

薬剤師会は備蓄をたしかいろいろ入れているら

しいんですよということを聞きましたけど、も

し機会があったら、薬剤師会との意見交換とい

うか、説明を聞いてもいいなと。

○中野委員長 それはいつか、それならまた将

来のということで、メモしとってな。また、来

てもらって、話を。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ないですかね。

なければ、次回の日程やら、次回次回の日程

やらが入りましたが、そういうことで進めてい

きたいと思います。

では、その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ないですね。

大変長時間の委員会になりましたが、御協力

をいただきまして、ありがとうございました。

以上で本日の委員会は終了いたします。終わ

ります。御苦労さまでした。

午後２時27分閉会


